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本報告書は、平成12年度国際協力事業団客員研究員に委嘱した

研究の成果を取りまとめたものです。

なお、本報告書に示されている様々な見解・提言等は、当事業団

の意見を代表するものではないことをお断りします。
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要　約要　約要　約要　約

　電力セクターは、開発途上国でも多くの国が改革・民営化を進めている。その中でラテンアメリカ

諸国は他の地域に比べ比較的早い時期から改革に取り組みはじめた。中でも今回取りあげた両国では、

チリが 1982年から、アルゼンティンが 1992年からとこの地域においても先発組に入る国である。し

かも時期的に早かっただけでなく、両国の電力セクター民営化は成功事例として評価されており、こ

の２ヵ国での経験が他のラテンアメリカ諸国の改革に大きな影響を及ぼした。

しかしこの２ヵ国も民営化以前の状況は、他のラテンアメリカ諸国同様に様々な問題を抱えていた。

電力セクターはいくつかの小規模なものを除いて、ほぼ全てが国営企業によって事業の運営が担われ

ていた。しかもその企業数は、2～3社に限られ、ほぼ独占が認められる形で操業を行っていた。これ

には電力セクターが費用逓減産業だという経済的根拠があったからではあるが、それが問題を生ずる

要因ともなっていった。

電力セクター民営化の視点電力セクター民営化の視点電力セクター民営化の視点電力セクター民営化の視点

民営化を後押ししたのは、1980年代の経済危機によって深刻化した債務問題とそれに伴う財政の悪

化がもっとも大きな要因である。ただしこと国営企業自体に焦点を当てると、その組織や企業の在り

方に問題があった。インセンティブという視点で考えると、国営企業の非効率性の原因を端的に表す

ことができる。債務を含む財政に制約がなければ、国営企業の経営状態や運営状況に改善へのインセ

ンティブが働くものではなく、ましてや効率性を考える必要もないことになってしまう。何らかの効

率性の改善を目指すインセンティブがなければ、国営ではなくとも非効率な環境が維持されるであろ

う。

そこで両国も含めたラテンアメリカの電力セクターの民営化では 3つの視点が中心となって改革が

進められた。以下がその 3点である。

（１）競争政策の導入

（２）企業の自立性を確保する

（３）民間資本の参加

問題解決に向けた政策を集約した視点であり、さらに具体化すれば、市場の導入により、競争を通じ

たインセンティブを生み出すことで、効率化の改善を促すことが考えられる。また民間企業へ移行を

することで、予算や運営に対して政府の判断に頼ることなく、自らの判断で行動することが可能にな

る。利潤追求のため、さらなる生産性の向上や効率性の改善は企業の努力次第である。

とはいえ電力セクターは他の一般消費財などと異なり、その特殊性を考慮しつつ改革を進めなけれ

ばならない。これまで電力セクターは費用逓減産業として垂直統合された国営企業による運営を認め、

料金等では公的機関の決定に委ねられてきた。発電部門は技術革新の影響もあり市場の導入は妥当と
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考えられるが、送・配電部門はネットワークにあたるだけに地域独占は維持されたままとなる。しか

し明確な規則がなければ発電とネットワーク部門が統合化し、市場導入による競争の効果が損なわれ

る可能性がある。また電力は公共サービスとしての側面もあり、供給義務等の明記もレギュレーショ

ンには必要とされる。

チリとアルゼンティンの電力セクター改革および民営化は、上記のような改革の視点やセクターの

視点を考慮に入れて行われた。発電市場ではプールシステムを導入し、送電では全国送電システムを

整備した。また競争政策では地域独占を認めるネットワーク部門の使用権をコンセッションによって

決定することも盛込んでいる。両国ともプールシステムは長期の相対契約を認めた非強制プールの形

態を取っている。ただしチリの場合、システムへの参加が発電事業者に限られており、新規参入者が

大きく増加してない状況が生じている。

チリの電力セクター民営化チリの電力セクター民営化チリの電力セクター民営化チリの電力セクター民営化

チリの電力セクター改革は 1970年代の後半から始まっている。1978年に設立された CNE（国家

エネルギー委員会）は民営化を進める中心的な機関となった。1982年には電気事業法が制定され、こ

こで改革の枠組みおよび規定等が明記された。チリの場合、完全民営化を達成するのが 1980 年代の

後半であったが、各電力会社はリストラを進め、1990年代の初めには民間企業としての活動を本格化

した。そしてラテンアメリカ各国の民営化が始まると共に、他国への進出も始めるようになる。現在、

チリのENERSIS（1999年よりスペインEndesaの傘下）はこの地域の電力セクターでリーディング

カンパニーとなっている。

チリの民営化のポイントとなったものとして、年金基金の民営化と CORFO（産業振興公社）の役

割が大きかった。年金基金は民営化企業への資金の供給先として、またCORFOは国営企業の改革を

企業内部から推進したなど、その貢献は評価できる。また一連の改革には 10 年あまりの時間を要し

たが、まさにその間は電力セクターの制度や経済環境の整備を進め、他に先駆けて民営化した時期で

あった。チリの事例を通じて、改めて経済改革には段階的な政策の実行が重要であると認識させられ

る。

前述したように、関係法では電気事業法、関係機関では CNE が最も重要である。その他の関係機

関ではディスパッチセンターであるCEDCの役割も、プールシステムを運営する上で重要である。た

だし関係法および関係機関とも見直しが検討されている。チリでは民営化以降も発電会社の

ENDESA を中心とした市場の影響力が依然として強く、関係法等の改正が進められている。また関

係機関でも電力関係機関としての自立性が確保されておらず、これについても今後検討される余地が

ある。

企業の活動では、各電力会社は民間企業としての体制を備え、他国への進出を進めていった。これ

には早い時期での民営化と企業活動に対して規制が緩かったことが背景にあったが、企業レベルで改

革を進め、戦略的なシステムを取っていったことがその要因と考えられる。設備や人員のリストラは

もちろん、電力以外の事業にも進出し、積極的な企業間提携を展開していった。ENERSISのような

電力会社のマネジメントを業務とする企業まで出てきた。その展開は隣国のアルゼンティンはもとよ
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り、ペルー、コロンビア、ブラジル等にまで広がっている。

民営化の一方で、地方電化は政府の役割として、電気事業法でも明記されている。プロジェクト等

の統括機関は CNEであるが、その下部組織として開発部門と基金の管理部門の 2機関が設置されて

いる。地方電化の成果としては、普及率では 1999年に 2000年の目標値である 75%を達成し、順調

に推移しているといえよう。

アルゼンティンの電力セクター民営化アルゼンティンの電力セクター民営化アルゼンティンの電力セクター民営化アルゼンティンの電力セクター民営化

アルゼンティンの電力セクター民営化は 1992 年の電力法の制定から、本格化することになる。制

度面では、国営企業の垂直・水平分離と民営化、プールシステムの導入と競争政策、関係法や関係機

関の整備が行われた。アルゼンティンの場合、完全民営化を約 3年あまりで達成した。これには経済

改革を短期間で実行したメネム政権の実行力もあったが、先に民営化等の改革をしたチリの事例がレ

ッスンになっていたことも大きな要因である。

民営化のポイントとしては、上記のような経済改革とそれにともなう市場からの資金調達が可能に

なったことと、チリの民営化の影響が考えられる。1990年代の経済改革はマクロ経済の改善をもたら

し、海外からの資金流入も活発化した。特に証券市場等の整備によって、国外だけでなく、民営化企

業の売買による資金流入もあって、市場規模の拡大をもたらした。

チリの民営化の影響としては、関係法や関係機関の整備の中で、発電・送配電間の企業提携を禁止

したり、プールシステムの参加を自由に認める等、教訓として生かされている。企業レベルでは、チ

リ企業との提携関係により経営や技術の改善に生かすことができた。特に人的交流はノウハウを導入

する上で、貢献したと考えられる。

民営化のスケジュールや民営化後のアウトライン、さらに具体的なレギュレーションを示したのが

1992年の電力法である。ここには制度や規則だけでなく、消費者保護等の規範についての項目も含ま

れている。関係機関は民営化以降、新たに電力セクター専門の機関も設置された。中心的な機関は、

エネルギー庁（S.E.）、CAMMESA（卸電力市場会社）、ENRE（電力規制機関）の 3つである。各機

関の役割分担は明確に決められており、一元的に集中することがないように限定されている。またス

タッフの構成ではエコノミストやエンジニアなどの専門家によって各部門が構成されており、より専

門性を業務に生かすものとなっている。なお各機関の業務は、以下のようになる。CAMMESA：卸電

力市場の運営・管理など　　ENRE：料金および供給や配送に関わる監視　　S.E.：エネルギーに関

する政策立案。

企業の活動では、民営化以降に設備や人員のリストラが進められたことにより、効率性の改善がは

っきりと表れている。それによりセクター全体での市場取引価格は低下し、サービスでも停電時間や

回数での低下が見られる。またこうした結果が収益面での改善にもつながっている。こうした要因に

は企業間の競争圧力や規制機関などの監視が企業側に効率性改善へのインセンティブを与えたものと

なったと考えられるが、チリ企業の影響も少なからずあったと言えよう。企業間の提携により、民営

化間もない企業にとっては資本の強化につながり、また技術面でも設備のリストラやメンテナンス、

新技術導入などに対する実績が生かされることとなった。
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地方電化についてはチリと同様のシステムで行われている。アルゼンティンの場合、統括機関はS.E.

になる。地方電化の指針は「地方電化プログラム」によって明記されている。なお実績としては、地

方電化受給者で 1992年の 8,700人から 1998年には 2万 5,000人に拡大し、地方電化普及率も 1998

年までに 75%にまで上昇している。

総括総括総括総括

チリ・アルゼンティンともに関係法および関係機関の整備、民間企業ヘの移行、制度面での確立が

行われたなど、電力セクターの改革・民営化としては一定の評価ができるであろう。

ただし両国共に 1990 年代の後半に長期間の停電を引き起こしており、システム等の問題はもちろ

ん民営化後の設備投資の在り方などが問われている。また両国共に大口需要先での料金は低下したが、

一般居住者向けではあまり低下しておらず、消費者への還元が十分になされているとは言えない。特

にチリの場合一部の企業グループが大きな影響力を持っており、市場の視点で見た場合、問題を抱え

ていると言わざるを得ない。その一方でチリ企業の国際展開には注目すべき点も多いことを忘れては

ならない。

　電力セクターの民営化においては、企業の改革を促し、効率性の改善をもたらすことはもちろん、

財政にとっても効果的な政策である。しかし民営化によって、必ずしも社会的に必要とされる投資が

行われる訳ではない。それゆえ各国のセクターでの状況を踏まえた上で、改革・民営化に取り組むこ

とが必要だと考えられる。
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略　号略　号略　号略　号

ADR American Depositary Receipt

AFP チリの年金基金

CAMMESA Compania Administradora del Mercado Mayorista Sociedad Anomina-

        Argentina（アルゼンティン卸電力市場管理会社）

Central Puerto アルゼンティンの発電会社

CNE Comision Nacional de Energia（チリ国家エネルギー委員会）

CONAMA Comision Nacional del Medio Ambiente（チリ国家環境委員会）

CORFO Corporacion de Fomento y de la Produccion （チリ産業振興公社）

ENDESA チリの発電会社

ENERSIS チリのホールディングカンパニー

ENRE Ente Nacional Regulador de la Electricidad（アルゼンティンの規制機関）

Edesur アルゼンティンの配電会社

ENAP チリ石油公社

FENDE Fondo Para el Desarrollo Electrico del Interior

FCT Fondo Subsidario para Compensaciones Regionales de Trifas a usarios finales

IDB  Inter-American DevelopBank（米州開発銀行）

IFC International Finance Corporation（国際金融公社）

MAE Mercado Abierto Electronico（アルゼンティンの電子取引債券市場）

M.E. Ministerio de Economia（チリ経済省）

Metro Gas チリのガス会社

MEM Mercado Electrico Mayorista（アルゼンティンの大口需要卸電力市場）

MEMSP MEM-El sistema elctrico de la Patagonia （パタゴニアシステム）

Merval Mercado de Valor （アルゼンティンの債券市場）

S.E. Secretaria de Energia− Argentina（アルゼンティンエネルギー庁）

SIC Sistema Interconectado Central（チリ送電システム）

SING Sistema Interconectado del Norte Grande（チリ北部送電システム）

SIN Sistema Interconectado Nacional（アルゼンティン全国送電システム）
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１．はじめに１．はじめに１．はじめに１．はじめに

世界的な民営化の流れの中、これまで公共サービス部門とされてきた電力セクターも、従来の公的

企業による運営から、民間企業主体の運営に移行しつつある。電力セクターの民営化は、1980年代に

イギリスのサッチャー政権下での財政再建策として行われてから、その後多くの国で実施されるに至

っている。しかしこれまで公的部門が担ってきた理由には、電力セクターが費用逓減産業であり、自

然独占が発生するという経済的な根拠があった。それに加え、送電・配電などのネットワークをもつ

産業の特質もあった。さらに電力という財の特殊性（貯蔵ができない、生活必需財）もその要因の一

つである。そのため電力セクターの民営化は他の産業と異なり、企業の民間移行だけではなく、セク

ター内の制度や機構を変えることも必要とされる。しかし世界的に電力セクターの民営化が開始され

て 20 年にも満たない状況であり、どのような制度が最適かまだ明確にはなっていない。であるなら

これまでの事例の中で成功例と言われるものを取り出し、分析・検討し、今後の改革に向けて参考に

していくことが必要と思われる。

電力セクターの民営化はすでに開発途上国でも行われている。しかし市場や経済環境において整備

されていない各国では、様々な問題が生じている。その中にあってラテンアメリカのチリとアルゼン

ティンは途上国の電力セクター民営化では成功事例と言われている。先例として、セクター改革の参

考事例になることはもちろん、これらの問題点から教訓を得ることも可能だと思われる。

いずれにせよ、今求められているのはこうした事例をもとに現在取り組んでいるアジア等の民営化

にどのように関わっていくかである。もちろんこれまで行われてきたインフラ等のハード面からの支

援の必要性が全くなくなった訳ではない。しかし世界的な民営化の潮流の中で、途上国に必要なのは

難しい状況にある経済環境や制度面の改革でのソフト面からの支援であり、企業改革におけるノウハ

ウの導入である。

　今回の調査研究もその支援のために、何が必要であり、具体的にどのような政策があるかを検討

する材料を提供するものである。今後の支援のためにも、今回のような調査や実施のフィードバック

を積み重ね、電力分野知的支援という新たな分野への蓄積を図っていくことが今求められている。
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２．調査研究の目的２．調査研究の目的２．調査研究の目的２．調査研究の目的

今回の調査研究は、チリとアルゼンティンを事例とした電力セクターの民営化および改革を考察す

るものである。本研究の目的は中南米地域における電力およびエネルギー分野を検討する資料にする

ともに、アジアやアフリカでの電力セクター改革に対するレッスンとして何らかのインプリケーショ

ンを与えることである。またわが国の電力分野知的支援という新たな方向性に対しても、何らかの示

唆ができるのものと期待している。

電力セクター民営化にとって求められるフレームとは電力セクター民営化にとって求められるフレームとは電力セクター民営化にとって求められるフレームとは電力セクター民営化にとって求められるフレームとは

両国でのセクター民営化のプロセスやフレームワーク、民営化後の状況を調査研究することで、途

上国の電力セクター民営化に何らかのインプリケーションを示す。チリ・アルゼンティンの電力セク

ター民営化は途上国では先駆的であり、その経験は必ずや教訓となるはずである。ただし国情や経済

状況の違いがあることは当然であり、その成功事例を挙げるだけでは不十分である。他地域にも共通

する問題を議論の中心に据え、適用可能な政策を見出していくことが重要である。

民営化において重要と思われる経済環境を明らかにする民営化において重要と思われる経済環境を明らかにする民営化において重要と思われる経済環境を明らかにする民営化において重要と思われる経済環境を明らかにする

民営化のプロセスやフレームワークの分析はもちろん重要であるが、電力セクターをめぐる経済環

境、個別企業の分析なくしては総合的な評価はできない。セクターの改革を推進するには、国内にお

ける様々な経済政策・改革があってはじめて進展するものであり、民営化政策はもちろん金融部門等

の経済政策にも焦点をあて、その意義や有効性について検討する。

電力セクター改革における政府と企業の役割を検討する電力セクター改革における政府と企業の役割を検討する電力セクター改革における政府と企業の役割を検討する電力セクター改革における政府と企業の役割を検討する

民営化への移行では、政府の役割が最も重要な鍵になる。両国の事例では、セクター改革のスキー

ムは欧米で採用されているものと大きく変わりない。改革に関わるさまざまな分野での政府の役割は

もちろん、政府・企業間関係さらには企業間提携についてもその役割や効果を考察する。
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３．調査研究結果の概要３．調査研究結果の概要３．調査研究結果の概要３．調査研究結果の概要

チリとアルゼンティン両国の電力セクターは共に民営化による改革期を終え、現在民間主導で動い

ている状況である。民営化以降、両国の電力会社は経営や設備の改善を進め、さらには自国のみなら

ず他国の電力会社やガス会社等との提携を結び、資本力の強化も進めてきた。その一方で政府の役割

は規制機関の設置や地方電化等の市場を補完する立場と位置付けられた。現在行われている世界銀行

や米州開発銀行（Inter-American Development Bank：IDB）の支援もこれらの分野に限られたもの

である。

チリでは 1970 年代後半からの国家レベルの経済改革が行われ、それに伴い電力セクターの民営化

が進められた。1980年代はラテンアメリカの経済危機と時期を同じくしたが、年金基金の改革など、

資本市場の整備が行われたことで、国内での民営化資金を生み、その後の電力会社の発展を促す基礎

となった。チリの電力会社は民営化での先駆者であり、経営面での改革等の優位性から、現在ラテン

アメリカ地域の電力セクターではリーディングカンパニー的な存在となっている。多国間にわたる企

業提携は、電力セクターの地域内協力という視点からも注目すべきところである。

アルゼンティンはチリの経験をもとに民営化を進めることができたメリットがあり、制度面ではチ

リよりも整備された形態が作られた。市場や関係機関をめぐる機構は、透明性や権限の明確さという

点で優れた機能を持つものである。企業の活動では他国への進出は目立ってないが、チリ企業との提

携により技術面での改善や資本の強化が進められた。アルゼンティンでも経済改革の一貫として民営

化が進められた経緯があり、資本市場の自由化等が同時的に行われたことで、民営化資金の調達が可

能になった。

両国の場合国レベルの経済改革が行われ、その上でサブセクターとしての電力民営化が実行された

という経緯を念頭におく必要があろう。つまりサブセクターの民営化を進めるにあたっては、金融等

を含めたその国の経済全般にわたる改革があってこそ成功するのだということを両国に事例が示して

いる。ただしこの 2ヵ国でも市場の独占化やシステムの問題、供給ショックによる停電などいくつか

の問題点も生じている。こうした問題は今後の両国電力セクターの課題であると同時に、改革・民営

化に取り組む国々にとっても教訓になるものと思われる。
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４．民営化および電力セクター改革の問題点４．民営化および電力セクター改革の問題点４．民営化および電力セクター改革の問題点４．民営化および電力セクター改革の問題点

４－１　民営化の視点４－１　民営化の視点４－１　民営化の視点４－１　民営化の視点

民営化を狭義の意味で考えると、国営（公営）企業の所有権を一部または全部、民間セクターに移

管することを指す。しかし必ずしも所有権の移転がなくとも、これまで公的部門が担ってきた事業を

民間に移行することがその本質的な意味である。広義にとらえると、公的部門の活動に民間を取り入

れることや民間部門の活動を支援する政策さえも含まれることになる。さらに議論を進めると、政府

の役割の再考にまでも行き着く。政府と市場との関係は古くて新しい問題である。制度的視点をもっ

ての検討は『東アジアの奇跡』（World Bank（1993））でも政府の役割の有効性について述べている。

また 1997 年の『世界開発報告』（World Bank（1997））では政府の役割について明確な定義づけを

行っている。特に民営化に関連する 4章では、市場の自由化・民営化を進め、それに合わせた規制の

アプローチを作り上げ、市場を強化していくことが政府の役割であるとしている。

４－１－１　民営化の目的４－１－１　民営化の目的４－１－１　民営化の目的４－１－１　民営化の目的

民営化は世界銀行等の国際機間が推進していることもあり、世界的な潮流となっている。確かにマ

クロ経済の視点に立てば、国の財政にとって効果のあるものには違いない。財政的な負担となってき

た国営企業の売却は、歳出の軽減につながる。また国営企業の売却によって得られる売却益は税収等

以外からの収入として歳入に加えられる財源ともなる。民営化は即座に財政にインパクトを与えるこ

とのできる政策である。

民営化の目的は様々な観点から考えられるが、Guislain(1997)が指摘する５点が最も簡潔かつ要点

を得たものと思われる。

（１）経済効率の改善と発展

（２）企業の効率性改善と発展

（３）国家予算と財政の改善

（４）所得配分と再配分

（５）政治的要因

（１）は競争の促進や投資の促進によって経済効率性を高めることである。移行経済であれば、市

場経済化とも大きく関係する。また外国投資の促進とそのための資本市場の発展も考えられる。（２）

はこれまで公的部門にあった企業の効率性や国際競争力を高めることにある。また利潤最大化を目指

した経営や組織の改善はもちろん、技術面でもグレードを上げると共に技術革新を進め、生産性の向

上をはかることである。（３）は短期的には民営化による売却益等を政府予算の歳入に組み入れ、赤字

の削減解消をはかることである。長期的には歳出面での政府投資の削減であり、歳入面では民営化し

た企業からの税収の獲得である。また公的企業の持つ債務の削減もここでは大きな目的となる。財政
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負担の軽減はもちろん、外国からの投資促進のためのリスクの低減という観点からも債務の削減は重

要な意味を持つ。（４）は株式公開による株式所有者を広げることで、資本の分散化・大衆化を図るこ

とである。中産階級の資産の多様化を図ることや株式・債券市場でのパイを拡大することも含まれる。

また雇用者の株式保有は、業績へのインセンティブを与えることになる。（５）は経済活動における政

府の役割を定義し、減少させることにある。民間が行える活動領域から撤退し、直接的な介入から環

境づくりなどの間接的なものに変えることである。こうした民間との新たな関わりはこれまで公的部

門に存在した政治的なレントを失わさせ、汚職の機会も減らすことになる。

（１）と（２）についてはもう少し触れておきたい。経済効率性と企業の効率性をどのように改善

するかは大きな課題である。企業の収益面だけを考えると、高い相対価格（燃料や人件費等の様々な

コストでの）や市場における状況（独占など）によっては、たとえ費用が高くかかったとしても、企

業が利益を生むことは可能である。しかし国民経済の視点からは、価格等の低下をもたらすような、

効率的な費用構造での企業の利益が望まれる。独占等の外部的な状況によらずとも、企業が生産性を

上げることで、利益を生むことは可能である。しかし独占状態が維持されたままの市場で民営化が行

われたなら、公的独占から民間独占に変わるだけで、経済効率性と企業における効率性の改善の両面

にとってマイナスになってしまう。もしその場合に価格低下のために補助金の投入がなされたとして

も、その補助金分がそのまま企業の増益分となってしまうだろう。こうした問題の解決には、これま

で公的な独占を認めてきた電力のようなセクターでは、企業の分割をすることや、独占や価格・サー

ビスなどを監督する機関や法的制度を設置することが前提となる。そうした制度なくしては、民営化

による十分な正の効果は得られない。企業の事業拡大や利益の拡大自体は企業努力によって大いに推

進されるべきである。ただし独占状態にある民営化企業が、効率性を上昇させることなく利益を拡大

する状況が生じたならば、経済効率の観点からは決して望ましいことではない。

４－１－２　民営化におけるインセンティブ４－１－２　民営化におけるインセンティブ４－１－２　民営化におけるインセンティブ４－１－２　民営化におけるインセンティブ

民営化の目的は上記のようにいくつか考えられるが、国営企業から民間企業への移行にとって何が

重要であるかを確認しておく必要がある。さまざまな見解があるが、その中で最も鍵になる視点が、

インセンティブである。

そもそも国営企業と民間企業の違いは、単純な所有権の違いや単に効率性の改善があるかないかで

はない。たとえ国営企業であっても税金や補助金等の優遇がなく自立的な予算のもとで、経営を行う

ならば、効率性の改善が目指されるであろう。一方民間企業でも予算の支援や規制等の保護を受けて

いれば、効率性を追求することはないだろう。

また民営化と自由化も決して同義的ではない。この場合もたとえ国営企業であっても、民間企業と

の競争が多く存在し、前述したような優遇がなければ、競争環境が生まれるはずである。反対にたと

え民営化しても、その企業が市場において独占を維持し続けるなら、競争が生ずることはなく、まさ

に所有権の移転だけという結果になってしまう。

確かにこれまでの世界的な経験則では民営化の方が、国営企業に比べ企業としての効率性改善がよ

り図られることは明らかである。しかし上述したように民営化が即、企業の改善につながるものでは
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ない。企業の経営者や従業員に対し、努力を引き出すものがなければ、民営化の目的は達成できない

であろう。その努力を引き出すものがインセンティブである。ここでは以下の 2点を中心にインセン

ティブを考える。

（１）企業内における予算の制約

（２）市場のメカニズムによる競争

（１）では、国営企業がたとえ赤字を出したり効率性が改善されなくとも、予算の補助を受けるこ

とができ、国の財政でまかなわれることができた。また投資なども国の保証による債務で資金を調達

することが可能であった。しかし民営化することにより、自らの予算内で事業を行わなければならな

いという制約がかかってくる。また赤字になれば、倒産の危機までも生ずる。そのために経営者は予

算の制約下で、何とか効率性の改善を図り、利益の獲得を目指すであろう。また政府の立場はこれま

で自らが運営兼監督者であったが、民営化とともに価格やサービスに対して外部的な審査を行う監視

役の役割を担うことになる。これまではセクター全体が官庁の組織下にあり、業務報告等で済ませ、

あえて審査をする必要がなかったが、民営化後は政府が外部監査をしなければならなくなった。その

監査は、企業の内部情報が得にくい状況下で、しかも企業の利益を反映しないものであるため、企業

にとっては厳しい要求となるはずである。こうした政府の監視はペナルティを通じて、直接的に企業

収益の制約を生み、経営者に対して改善のインセンティブを与える。

（２）では価格やサービスの競争だけでなく、株価等の資本市場での評価がある。いうまでもなく

価格・サービスの競争や株式の評価は、経営者に効率性の改善等へのインセンティブを与えるものに

なる。また株主からの要求もこれをさらに強めるものであろう。ただし前述したように競争が可能に

なるには、競争する企業が存在し、新規の参入を認めるような市場がなければならない。また株式の

評価にしても、証券市場等が多くの投資家の参加により機能したものでなければ、その効果は小さい

ものとなる。

ここまででも明らかなように民営化においては、民間企業への移行とともにインセンティブを与え

る環境が必要である。そのためには、補助金等の財政的な支援を解消し、企業への自立的な予算体制

を促すととともに、競争的な市場を導入することが必要とされる。また証券市場などの整備も合わせ

て行うことも必要であろう。その際には両市場ともに規制緩和を進め、参入の障害を低くし、市場の

効果を高めるような政策も同時的に行うことが重要になる。

４－１－３　民営化の方法４－１－３　民営化の方法４－１－３　民営化の方法４－１－３　民営化の方法

民営化の方法については、各国の経済事情や民営化の段階によっても様々な形態がとられる。また

セクターの違いによっても分類することできるし、さらにセクター内の分野ごとでも異なるケースが

ある。さまざまな方法はあるが、ここでは Ramandham（1993）をもとにそれらを整理しておきた

い。
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まずは個別の形態を集約すると以下の３つに集約される。

（１）所有権の移転

（２）組織面の改組

（３）運営・事業面の改革

（１）は株式の所有に関わるところであり、完全に民営化するのかそれとも政府（公的部門）がい

くらかの割合で所有し続けるのか（黄金率）や、従業員の持ち株を認めるか、さらには入札方法など

もここに含まれる。（２）（３）では運営・事業の民間への移転であり、それに伴う制度や経営の改革

である。所有権の民間への移転だけで民営化が成功するわけではない。運営や事業を民間に任せ、こ

れまでの経営や組織の改革を進めると共に、それらを取り巻く市場の改革も行うことである。政府コ

ントロールの排除、企業や事業の見直し、競争政策、事業の法人化などが含まれる。個別企業におけ

る効率性・収益性の改善はもちろんだが、それを有効に機能させるための価格システムや独占の規制

などといったフレームワークを作り上げることも、重要である。具体的なプロセス等についてはチリ

とアルゼンティンの電力セクター改革の事例で見ていくことにする。

　次に民営化に際して採られる一般的な形態を挙げておく。さまざまな形態があるが、以下の 5つが

主たるものと考えられる。

●既存の施設用地などの民間への売却

●株式の公開・売却

●コンセッションやフランチャイズなどによる経営・運営の委譲

●ジョイントベンチャーなどによる共同出資や共同経営

●建設さらには一定期間の運営を任せるBOOやBOTなどによる民間への委託

チリ・アルゼンティンを含めたラテンアメリカでの実施方法も、上記の形態が基本的には採用され

ている。IDB（1997）によると、ラテンアメリカ全体では、施設・用地の売却が 337億米ドル（1990

～1995年実績）で最も多く、次いで株式売却が 213億米ドル、コンセッションによるものが 18億米

ドルとなっている。ここでは実数として取りあげてないが、BOTやBOOなど民活によるインフラ開

発も 1990 年代の後半から徐々に進められてきている。とはいえこの形態が盛んな東南アジアなどと

比べるとまだ件数・金額とも少ない。財政の効率化が課題であるラテンアメリカにとっては、今後の

様々なセクターでの建設プロジェクト等への活用が期待されている。ただしケースごとに見ていけば、

これらの形態をさらに分類することはできるが、実際にはいくつかの形態が組み合わされて実施され

ている。
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４－２　電力セクター改革の視点４－２　電力セクター改革の視点４－２　電力セクター改革の視点４－２　電力セクター改革の視点

４－２－１　財の特殊性と自然独占４－２－１　財の特殊性と自然独占４－２－１　財の特殊性と自然独占４－２－１　財の特殊性と自然独占

　これまで電力、ガス、電気通信、鉄道、航空などは公益事業とされ、公的部門がこれを担ってきた。

これらの財が自然独占の性質を備えており、しかも社会的に必需性がある、という理由がその背景に

あった。電力セクターの民営化を考える際、これらの問題を十分に考慮する必要がある。

さてここでは公益部門の中でも、特に電力の財の特殊性について述べておきたい。それは、

（１）生産と消費の同時性

（２）発電および送電の一元的管理（ディスパッチング等の技術的管理 1）

（３）安定供給に対する社会的要請

の 3点に集約される。電力は貯蔵できないことから、生産と消費は同時的に行われ、発電から消費者

に至る系統設備（発電・送電・配電）は固定しておく必要がある。そして電力は産業における生産基

盤であるとともに一般生活における必需財であることから、安定供給に対する社会的な要請が強い。

また電力の系統設備は変動（季節、時間、資源状況など）にも対処できるよう、整備しておく必要も

ある。

こうした財の特殊性を経済学的に考えた場合、最も焦点になるのが自然独占の問題である。自然独

占とは事業開始にあたって巨額の資本投資を必要とするが、生産量を増加させるにしたがって長期平

均費用が逓減する産業（費用逓減産業）では、技術的条件から必然的に独占になる、と定義される。

このような産業では、複数企業の存在は資源配分の観点からは有効といえず、独占または寡占が容認

される。ただしそれをすべて市場メカニズムに任せては、独占的均衡に至ることになり、その弊害を

防ぐため公的部門（政府）の介入がこれまで妥当とされてきた。電力セクターでは、電力供給のため

の系統設備は、固定資産の巨大なものになるため、二重投資を避け、社会的損失を回避すると共に、

規模の経済性を生かすことが有効とされてきた。また設備上一元管理が必要なことから、系統設備内

では補完性が強く、範囲の経済性が働くため、垂直統合による運営の有効性が支持されてきた。さら

に電力設備は規模が大きく巨額になるため参入が難しく、長期的に利用され償却もそれに準じて行わ

れるため、設備を他に転用できないという退出の難しさもある。こうしたサンクコストの大きさが他

業種からの参入障壁となり、投資リスクを高いものとしてきた。このようなことから電力セクターで

は、政府が直接的に事業を行うか、もしくはこの独占の弊害を防止するために政府管理のもと公的規

制がなされてきた。また投資でもその規模の経済性や範囲の経済性が強調され、そのため電力セクタ

ーへの投資は公共投資として行われてきた。

このように財に特殊性がある電力セクターは、他の財と同じ観点で単純に民営化できるものではな

                                                  
1 電力系統の運用管理。①電力負荷を地域ごとに割り当て、安定的かつ効果的な供給を行う　②主要な連系線やスイッ

チングの操作　③故障の際に停電を最小にする指示。接続している電力業者との取引の計画策定。
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い。しかし現実を考えると、いくつかの要因から競争が導入できる状況が生まれてきた。規制緩和を

進め競争を導入し、経済効率性を実現していくことが、今後求められる観点である。ただし自然独占

の問題は依然として残るわけで、所有権を民間に移転しただけでは、それが民間独占に変わるだけで

ある。また必需財であることから、利潤最大化のために不採算地域の切り捨てなどが行われるならば、

民営化のコンセンサスさえも失われてしまう。安定供給のためには、料金設定や供給義務に関する新

たなレギュレーションが必要となる。そこで次に自由化による競争政策の可能性や問題点について考

えていくことにする。

４－２－２　電力市場の可能性と問題点４－２－２　電力市場の可能性と問題点４－２－２　電力市場の可能性と問題点４－２－２　電力市場の可能性と問題点

電力セクター民営化において、規制緩和や市場の自由化を図ることは、これまで独占的に運営され

てきた電力セクターに競争を導入することを意味している。その目的は消費者（最終需要家）に対し、

低廉な電力の供給

選択メニューの拡大

サービス水準の向上

を実現することである。これまで公的部門（国営企業）によってマクロ経済や再分配の観点からのみ

決定されてきた価格設定や投資を、競争を取り入れることで、選択の機会を増やし、価格やサービス

の向上を図ろうとすることがそのねらいである。

ここで電力セクターの 3部門について簡単に整理しておきたい。セクター内を大別すると発電・送

電・配電の 3部門からなる。送電は水力、火力、原子力などをエネルギー源として電気エネルギーに

転換する部門である。送電は発電所から電気の需要地まで電気を高圧で輸送する部門である。配電は

高圧電気を中圧・低圧電気に変電して需要家（消費者）に配給する部門である。そして世界的には 3

部門が垂直的に統合された企業体によって電力を供給する体制を持つ国（日本、フランスなど）と、

民営化で各部門が垂直分離された体制の国（英国、米国など）が両極として存在する。また 3部門を

産業組織からみた場合、

●発電部門は 1社ないし数社の巨大企業が市場を占めている。場合によってはこれに対抗する少数

ないし多数の企業が存在する（部分独占ないし部分寡占）

●送電部門は 1社ないし数社による寡占（全国独占ないし高度寡占）

●配電部門では地域独占が認められている国が多い（地域独占）

という特徴に整理される。そして国ごとや地域によって異なる点はあるが、英国や米国、民営化後の

ラテンアメリカなどを除けば、垂直統合もしくは分離過程にある体制の国がほとんどである。そして

民営化に際して採られるのが、発電・送電・配電の垂直統合を分離し、各部門内で競争をさせる方法

である。その際地域間の分割である水平分離も行われるケースが多いが、この場合垂直統合を残した



－10－

ままの水平分離では地域独占が残ってしまう。そのため垂直分離と水平分離は同時的に行われるのが

一般的である。

　さて垂直分離によって、各部門に独立した電力会社が誕生することになる。もっとも発電部門につ

いては、市場システムを導入することが妥当であるとの見解が一般的である。前述したように電力は

貯蔵ができない財の特殊性があるため、発電設備能力は常に需要が最大になるピーク時を想定したレ

ベルを持つことが要求される。しかし通常レベル以上の設備を維持することは各電力会社にとっては

コストを要するものである。そこでこの設備分を他の事業者に任せることで、効率的な利用が可能に

なる。また新規の事業者にとってもこうしたニッチが生じることで参入の可能性が生まれてくる。さ

らにこれまで既存企業と新規参入者間で競争が起こりにくいとされてきた状況に、いくつかの変化が

あらわれてきたことも要因となった。野村（1999）はそれを３点指摘している。

ａ供給側の技術的革新

ｂ需要側のニーズの変化

ｃ新しいビジネス慣行の変化

である。この３点はセクターを限定したものではないが、電力セクターの場合にも十分考えられる指

摘である。a は競争導入を促した最も大きな要因である。これまで既存企業以外に参入が難しいとさ

れてきた公益事業に競争導入を可能にしたのは、技術革新があったからである。例えば発電部門では、

既存設備よりも低いコストで操業可能な新しい設備（コジェネレーション 2や自家発電など）が開発

されている。燃料選択に関して自由な新規参入業者は新たな機器を導入して参入することが可能にな

った。自家発電等の設備は立地も容易な上、短期間の建設ができ、発電効率を考えると大型プラント

よりも優れている点もある。そのことは技術の進歩によりこれまでのような巨大設備がなくとも、新

規事業者の参入が可能になったことを意味している。b では需要側の多様化により、選択メニューの

拡大を求める声が高まってきたことがある。これまでも工業、商業、住居といった料金分けはなされ

てきたが、そのような単一的なサービスは独占的業者（国営企業）にとっては合理的な選択であった。

しかし電力の普及と共に利用者や利用形態の幅が広がり、次第にニーズに応える料金やサービスが求

められるようになってきた。消費者にとっては、電力が標準的な基準を満たし、接続に問題がなけれ

ばより安い料金の電力を選ぶであろう。どの企業が供給する電力であっても技術的には無差別である。

選択メニューの多様化は、参入の裾野を広げるだけでなく、料金等の競争も加速させるものと考えら

れる。cでは単独事業ではなく、共同出資や M&A といった形態の普及が参入の幅を広げると考えら

れる。他業種や新規事業者は、共同出資経営によって新たな事業に進出する方が、コストやリスクの

面での負担を軽減できる。またM&Aなどによって設備の売買が可能になるならば、建設や用地買収

などの時間と費用のかかる投資を回避でき、新規事業者にとっては参入が容易になる。ただしこれら

の可能性も規制緩和が進められたという前提があってはじめて、実現可能となる。しかし規制を緩和

                                                  
2 一つのエネルギー源から電気と熱を取り出して利用するシステム。熱併給発電ともいう。小規模・分散型電源システ

ムが可能。
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し自由化を進めたとしても、いくつかの制約が考えられる。以下がその問題点である。

●これまで垂直統合されていた内部取引が、外部化されることによって各部門ごとに個別に支

払いコストがかかってくる（取引コスト）。

●技術的な一元管理を確保するために、発電・送電・配電の各事業者には、詳細な権限や義務、違

反事項などについて規則を設ける必要がある。そのため規制の強化とそのコストの増大が考えら

れる（規制のコスト）。

●長期的・安定的な電力供給を確保していくためには、配電と送電部門との間で取引契約や提携と

いった形で何らかの結びつきが必要となる。こうしたことは垂直分離した各部門が実質的には再

統合することが考えられる（再統合化）。

これらがすべて問題として顕在化するとは限らず、競争の程度やレギュレーション次第で解決され

る可能性がある。そのため改革の中で競争政策を含めた制度作りをどのように進めていくかが大きな

鍵となってくる。
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５．ラテンアメリカ電力セクターの問題点と改革の視点５．ラテンアメリカ電力セクターの問題点と改革の視点５．ラテンアメリカ電力セクターの問題点と改革の視点５．ラテンアメリカ電力セクターの問題点と改革の視点

民営化によるセクター改革は、ラテンアメリカの多くの国において進められた。チリは 1982 年か

らいち早く電力セクターの民営化に取りかかっている。そのあとアルゼンティン、ペルーが 1992 年

から、コロンビア、ボリヴィアが 1994年から、そしてブラジルが 1996年頃からようやく本格化して

いる。こうした民営化の流れは各国のセクター改革のプロセスやフレームワークの中で、先発国の経

験がレッスンとして後発国に生かされるという過程が見られる。国によってセクターの規模や設備の

整備状況、政治や市場を取りまく環境に違いはあるものの、市場自由化や料金・規制等に関するレギ

ュレーション、改革の方向性については共通した部分が多く見受けられる。

５－１　ラテンアメリカ電力セクターの改革までの経緯５－１　ラテンアメリカ電力セクターの改革までの経緯５－１　ラテンアメリカ電力セクターの改革までの経緯５－１　ラテンアメリカ電力セクターの改革までの経緯

　ラテンアメリカの電力セクターは、大恐慌以降の工業化の始まりと共に誕生し、外国資本の参加に

より発電や送電が建設され始めた。そして 1950年代から 1960年代にかけて各国の電力セクターでは、

国営化もしくは州営化が進められた。国営企業を中心とした開発パラダイムのもと、産業基盤である

電力は政府によって運営・管理されることになる。工業化のための経済インフラの整備を目指すべく、

政府の直接的なコントロールのもと、インフラ開発（発電所、送電網、変電設備等）や普及率の向上

が図られた。1970年代に入りラテンアメリカ各国は高い経済成長率（年平均約 5%）を達成し、電力

セクターもこれまで以上に開発を進めた。経済成長に伴う高い電力需要の伸びに対し、国家予算や対

外債務をもとに大型プロジェクト（発電所）の建設や送電網の拡張などによる普及の拡大を実現した。

ちなみにラテンアメリカの電力普及率は 1971年に 42％だったものが 1989年までには 70%を超える

水準にまで上昇している。しかし 1980年代はメキシコに始まる経済危機（1982年）によって開発の

制約を受け、電力セクターの成長は停滞することになる。債務の負担の他にも、計画していたプロジ

ェクトの遅延、電気料金の補助金負担など、財政ではまかえない状況となっていた。そして経済危機

の影響は外国から資金流入の急激な減少と国内電力需要の低下、そしてそれまでの債務の返済を迫ら

れることになった。政府保証債を中心としたファイナンスの限界は、国営電力会社の経営や開発計画

でけでなく、政府による電力セクターでのマネジメントの限界でもあった。1990年代に入ってのセク

ター改革は、こうした状況により必要に迫られてのものであった。マクロレベルでの改革の流れもあ

り、ラテンアメリカのセクター改革は他の公的部門と同様に、最終的には完全民営化の方向で改革が

進められた。

５－２　ラテンアメリカ電力セクターの制度的問題点５－２　ラテンアメリカ電力セクターの制度的問題点５－２　ラテンアメリカ電力セクターの制度的問題点５－２　ラテンアメリカ電力セクターの制度的問題点

さて民営化によって電力セクターでも改革が行われるわけだが、それまでの電力セクターや国営企

業にどのような制度的な問題点があったかを説明しておく必要がある。Dussan（1996）はいくつか

の問題点を指摘しているが、重要な点として 3つ挙げることができる。

（１）関係省や国営企業によって投資およびその利率が決定され、融資に関しても政府保証が付い
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たものであった。

（２）国営企業における政府の広範な関与。

（３）単独もしくは少数の関係省や国営企業によって、電力セクター全般にわたる政策決定、事業

計画、財政、運営が担われてきた。

（１）は投資の問題と大きく関係する。設備拡大の必要性があったとしても、その資金はその時々

の財政状況に左右されるため、有効な投資が行えない状況もあった。また政治目的による投資は、需

要予測等を反映せず、恣意的に利用されたことも考えられる。（２）では人事面や管理・運営面での関

与が問題となる。政府関係者が国営企業の関係ポストに就くために、企業としての意思決定というよ

りも、政府の一つの機関としての意味合いが強かった。料金設定や投資の決定に政府の意向が入るた

め、経済的観点を考慮するよりはむしろ明確な基準のない政府内の協議のもとで決定される。（３）は

セクター全体の運営の問題である。一つの官庁もしくは少数の国営企業がセクター全体の指示系統を

統制していた。そのためそれが政策立案者や財務担当者としてはもちろん、起業家や設備運営者の役

割までも担っていた。実際に政府がそこまでの能力があったかどうかは、問われなかった。

こうした民営化前の電力セクターに関する問題点は、所有形態に因るところが大きい。電力セクタ

ーは、政府の直接的なコントロール下にある国営企業によって支配されてきた。しかし経済危機以降

に生じた制約は、安定的かつ長期的な政策の推進を困難にした。それにより国営企業は電力需要の増

加に対して、財政的な問題を抱え、継続的な投資が不可能となっただけでなく、発電・送電の非効率

性を改善できないという状況にあった。こうした問題の中心は政府の関与にある。改革の目的は効率

性の改善にあるが、それを促進したのは政府の関与に信頼性がなくなったことが背景にあった。

５－３　ラテンアメリカ電力セクター改革の視点５－３　ラテンアメリカ電力セクター改革の視点５－３　ラテンアメリカ電力セクター改革の視点５－３　ラテンアメリカ電力セクター改革の視点

上記のような制度的問題があるラテンアメリカの電力セクターだけに、民営化に際してはセクター

改革という視点が必要となってくる。Dussan（1996）は３つの視点を挙げている。

ａ．競争政策

ｂ．企業の自立性

ｃ．民間資本の参加

これらはこれまで述べてきた問題の解決に向けて集約された視点である。競争政策によって価格設

定や投資が市場メカニズムによって決定されるため、これまであいまいだった決定基準が明確となる

だけでなく、競争を通じた効率化へのインセンティブがセクター内に発生する。また指示系統が政府

から分離することは、経営や事業運営、投資などが政府の制約を受けることなく、自らの判断で実行

することが可能となる。そして民間資本の導入により、投資やマネジメント能力を欠く政府や国営企

業に代わり、民間の資金や経営方法、技術を取り入れることで、国営企業さらには電力セクター全体

の生産性や効率性を改善することが期待される。こうした方向性のもとに、以下のような具体的な改
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革のプログラムが考えられる。

●規制緩和によって競争市場をつくる。

●明確かつ継続性のあるレギュレーションをつくる。

●政府の電力セクターにおける役割・機能を定義付ける。

●投資や運営などへの民間の導入を推進する。

まず競争といっても市場の規模などによって異なることを理解しておく必要がある。例えばガスな

ど他の資源がある国では、それらがエネルギーとして競合するだけでなく、自ら発電設備を作り市場

に参入することも考えられる。このようなケースでは競争政策の導入も容易である。そしてレギュレ

ーションの内容によっても競争の程度が決まってくる。料金等の規制緩和、発電・送電・配電の垂直

分離、送配電の水平分離、卸電力市場 3の創設、電力料金に対するクロスサブスィディ 4の規定等がレ

ギュレーションに含まれていることが必要である。ただし小国のケースでは、垂直分離の効果を検討

する必要がある。企業数が少ないために競争が激化せず部門ごとの契約コストが高くなるならば、範

囲の経済性がはたらき再統合への動きが強まることが考えられる。その場合分離せず、統合のメリッ

トを生かすこともケースバイケースで考えることも必要である。

さてレギュレーションは投資のリスク、民間の参加とも大きく関わる。民間企業が参加し、投資を

行う際、カントリーリスクはもちろん明確かつ継続性のあるレギュレーションもセクター投資に関係

してくる。レギュレーションはプロジェクトや企業の経済活動にも直接的な影響を与えるため、セク

ターに関わる法律の整備、投資やコンセッションなどに対する規則、料金の設定の方法、業務関連等

を、明確に定めることが必要ある。投資の促進には、マクロ経済の安定や政治の安定など政府自らが

改革を進め、セクターの環境を整備することが必要であり、そのことが投資リスクを減少させ、企業

の進出へのインセンティブを与えるものとなる。

                                                  
3 電力供給者（発電業者）と電力卸消費者（配電業者）との間に立つ取引所の機能。
4 ある地域の料金収入を補助金とし、それを料金補助として他地域に分配するシステム。
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６．チリ６．チリ６．チリ６．チリ・アルゼンティン電力セクターの概要・アルゼンティン電力セクターの概要・アルゼンティン電力セクターの概要・アルゼンティン電力セクターの概要

６－１　チリ６－１　チリ６－１　チリ６－１　チリ

チリの電力セクターは、民営化以前は発電・送電・配電の各部門が垂直統合された国営電力会社に

よって担われてきた。チリの地形は南北に長いため、国営会社も首都圏などを統括するENDESAと

北部の EDELNORの 2企業が中心となっていた。前述した制度的な問題点は、チリの場合にも当て

はめて考えることができよう。

出所：CNE

チリの電力セクターは 1970年代から発電量、設備投資とも成長してきた。1960～1970年代にかけ

ては大型の水力発電所が建設され、設備能力を拡大してきた。1970年代後半～1980年代前半の民営

化移行期には一時停滞したものの、それ以降の 1980年代後半からは経済の回復もあり、5%近くの成

長率で推移してきた。発電形態（発電量別）では民営化がほぼ達成される 1986年当時で水力 76.3%、

火力 23.7％の比率であったが、1990年代に入ってからは水力が 60%台、火力が 30%台と火力発電の

割合が大きく上昇した。これには北部での天然ガスの産出が拡大するにつれて、建設コストのかから

ないガスタービンの新設が相次いだためである。

チリの電力セクター民営化は 1978年から計画等が進められたが、本格的に始動するのは 1982年の

「電気事業法」の制定からであり、セクター改革および民営化のレギュレーションの基本となってい

る。方向性としては国営企業の垂直分離・水平分離を行い、卸電力市場や送電システムを創設して競

争政策を進めると共に、民間によるマネジメントや開発によって電力セクターを改革していくもので

ある。その一方で新たな規制と関係機関を設け、セクターを監視していくことも制度化されている。

さて送電システムであるが、チリでは地理的な条件もあり、中央電力システム（Sistema

Interconectado Central：SIC）と北部電力システム（Sistema Interconectado del Norte Grande：

SING）の２つのシステムによって運営されている。一部の地方システムを除いて、２つのシステム

に送電部門の約 90％が加盟している。送電システムは水平分割された地域間をつなぐ意味で、重要な

役割を持つ。ネットワーク部分の分割は、運営や技術面から複雑になるため、一括した運営システム

が設けられた。発電所の建設は必ずしも大消費地や工業地帯の立地を反映するものでなく、地域間送

図6-1 チリの発電設備能力（1970-1995)
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電は不可欠である。そのため各地域をつなぐ新たな送電システムの創設はレギュレーションの中で重

要な政策の一つである。それは競争政策を進める上でも不可欠である。たとえ発電部門で大口需要者

などの新規参入を認めたとしても、既存の送電網へのアクセスを可能とする送電システムがなければ、

参入することも難しくなる。また送電網に問題が生じるようであれば、供給ロスや需要者の信頼を失

うことになり、新規参入による競争の効果も逓減する。チリでも同様のシステムがとられているが、

電力セクターの垂直・水平分離を進めるにあたって、送電システムを確立しておくことは必要条件で

ある。

６－２　アルゼンティン６－２　アルゼンティン６－２　アルゼンティン６－２　アルゼンティン

　民営化前の電力セクターは、総監督庁であるエネルギー庁の管理のもと、国営電力会社 4社、水力

2国間電力公社 5、原子力発電公社とその他 19の地域電力業者（組合等）からなっていた。エネルギ

ー庁は電力 4社はもちろん、2国間技術委員会と国家原子力委員会を通じて、電力セクター全体の監

督、国営企業の経営・事業運営に関与していた。また料金に関しては政府系企業監督局が他の公共料

金同様に電力料金の価格も決定していた。こうしたシステムは制度的な問題点の典型的なものといえ

る。なお各国営電力会社は発電から配電までの垂直統合された形態であった。発電量では主要 3 社

（SEGPA、AyEE、Hidronor）が国内総発電量の約 60%を占めていた。

　アルゼンティンの電力セクターは、一貫して成長を続けてきた。総発電量では 1988～1990年の停

滞を除いてほぼ上昇傾向を維持してきた。こうした発電量の伸びは、需要・供給両面からの要因が考

えられる.需要面では 1983年の債務危機以降、プラスの GDP成長率を維持してきたことが、需要の

伸びにつながった。国内消費および国内投資の伸びが電力需要の拡大をもたらしたと考えられる。

1989～1990年にかけて落ち込みが見られたが、この時期がメネム政権の経済改革 6にあたり、その引

き締め政策がダイレクトに電力需要に跳ね返ってきたと考えられる。一方供給面からは二つの要因が

考えられる。電力プラント建設に対する投資の増加と、その結果上昇した設備能力の拡大である。特

に 1970～1980年と 1980～1989年にかけてが高い伸び率を示している。このことは工業化政策によ

る電力プラント建設が大規模かつ急速に進められてきたことを表している。1970年代の投資の推移は

そのまま設備能力の上昇につながっているが、投資の方はむしろ 1980 年代に入って（1987、1988

年を除いて）減少傾向にあった。1983年の経済危機以降、対外借入れによる投資資金が確保できなく

なったことが原因である。1970年代の投資によって建設された大規模なプラントが、1980年代に入

ってようやく稼動し始めたことにその要因がある。1970年代の投資が 1980年代の停滞をまかなう形

で、設備能力の上昇を維持してきた。

                                                  
5 アルゼンティンとパラグァイの２ヵ国で、水力発電の共同運営を行っている。
6 インフレ抑制を目的とする経済安定化政策と構造改革を目的とする構造調整政策の２つを柱とした。為替政策でのド

ル兌換制、税制・財政改革、構造改革では民営化・規制緩和が行われた。
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出所：Secretaria de Energia

しかし投資の効率性やコストを考えると、必ずしも有効な投資だったとはいえない。例えば 1973

年に建設されたヤシレタ水力発電所は、1994年にようやく操業し始めている。また原子力発電の建設

は多額の費用を要した。こうした多くの時間と費用をかけたプロジェクトが、そのコストに見合うだ

けの成果をあげ、需要の要請にも十分に応えてきたとはいえない。債務の拡大や発電能力の停滞がそ

の問題点を顕著に表しており、それは公共投資を遂行する政府側の問題でもある。建設における契約

条項や建設の進行に対して、時間や費用といった観点から監督ができていたのか。またプロジェクト

のコストに対しそれに似合うだけの設備能力を確保できたか、さらに投資資金の回収は実行可能であ

ったか、などが問われる。前述した政府のマネジメントの問題がまさに生じていた。

改革の過程では、これまでの電力会社の組織を垂直・水平分離し、それぞれを民間企業として設立

させ、それを売却する手順がとられた。また新たなシステムとして、卸電力市場（発電部門）と全国

送電システム（送電部門）を設けた。卸電力市場は地域別に大口需要者市場（Mercado Electrico

Mayorista：MEM）とパタゴニアシステム（MEM-El sistema elctrico de la Patagonia：MEMSP）

が、全国送電システムでは、チリとは異なり一つのシステムである全国電力システム（Sistema

Interconectado Nacional：SIN）が設置された。またアルゼンティンにおける発電設備の形態は、か

つては水力発電が主体であったが、次第に火力発電の比率が高くなり、1996 年段階では火力 49%、

水力 46%、原子力 5%の割合となっている。なお原子力については運営・管理ともに従来通りの体制

で行われており、民営化はされていない。

図6-2  アルゼンティンの発電設備能力(1970-1995)
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７．プールシステム７．プールシステム７．プールシステム７．プールシステム・・・・競争政策競争政策競争政策競争政策・インセンティブ政策・インセンティブ政策・インセンティブ政策・インセンティブ政策

前述したように電力セクター改革においては、どのように企業にインセンティブを与えるかが鍵と

なる。市場を導入することによって競争が生まれ、効率性の改善が期待されるが、その際に競争政策

やインセンティブ政策がなければ、その効果を十分に生かすことはできない。ここでは両国の事例を

もとに、電力セクターでの市場の導入や競争に関する政策を考えることにしたい。ただし競争の有効

性という観点に立てば、単に競争（政策）を導入することよりも、「競争によって変化がもたらされ、

絶えまない努力が行われる競争のプロセス」（林(1990)）こそが真の意味であることを改めて明記して

おきたい。

７－１　プールシステム７－１　プールシステム７－１　プールシステム７－１　プールシステム

プールシステムはチリ・アルゼンティンの両国で採用されている。ここではアルゼンティンの卸電

力市場（MEM)について触れておきたい。市場を通じたプールシステムは英国などでも採用されてい

る制度であるが、チリ・アルゼンティンとも強制ではない任意のプール方式が採られている。強制プ

ールの場合、全ての発電業者・配送電業者・大口需要者がプールを通じた電力取引を行わなければな

らないシステムであるが、両国の場合はプールを通さない相対契約が認められている非強制プールの

形態である。またチリではプールの参加者が発電業社間のみで行われている協調的プールとなってい

る。

プールシステムは個別の発電会社や大口需要家 7が変動（季節、時間）に対応するのではなく、系

統に発生する合成最大電力によって対応するものである。そのため使用電力の形態（時間や量）異な

った需要家が多くいたとしても、それらをプールして対応するため、合成最大電力は個別の最大電力

の合計より小さくてもまかなえるというシステムである。MEMでは民間（電力会社、大口需要者等）、

政府系、外国企業 が供給者（売り手）として、配電会社や大口需要者、海外企業が需要者（買い手）

として市場に参加する。スポット市場での価格は 2種類あり、それはスポット価格（週、日、時間単

位）とシーズン価格（季節単位）である。一般消費者や小口需要家向けの供給はシーズン価格をもと

に料金を決定する。一方大口需要家はスポット価格にもとづいて電力供給先を決定する。ここでの価

格は競争入札によって決定される。ただし現実には双方で何らかの長期的な契約を結び、それによっ

て取引がなされていると考えてよい。なおMEMのシステムを形成する接続等の操作や管理は、SIN

が役割を担っている。

なおアルゼンティンでは従来火力発電設備の遊休率は、30%台と高い水準となっていた。これには

発電設備の中で水力発電の割合が高く、水力の発電量をベースに火力の発電量を調整してきたからで

ある。さらに経済危機やそれ以降の改革期には原油の輸入等が厳しくなったため、燃料費のコストな

どを考慮したこともその要因となった。しかし民営化以降はこの率も次第に低下してきており、民営

化以降は 20%代にまで低下している。プール市場の設立によって新規参入や競争が生まれ、既存の電

                                                  
7 大大口需要者（ＧＵＭＥ）は需要量が１MW以上、小大口需要者（ＧＵＭＥ）は 0.12ＭＷと分類される。
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力会社が設備の効率化を迫られたことが、そのような結果につながったのではないかと考えられる。

７－２　競争政策の要点７－２　競争政策の要点７－２　競争政策の要点７－２　競争政策の要点

両国のとも電力セクターの民営化に際して、発電・送電・配電部門の垂直統合を分離し、各部門内

で競争させる方法が採られた。それと同時に地域間の分割である水平分離も行われている。その中で

ネットワークを持つ送電および配電部門には地域独占を認めている。なお両国ともに配電からの電力

小売り（顧客が供給者を選択できる）は認められていない。

市場を導入して競争政策を進める際に、経済的な妥当性があると言われているのが発電部門である。

この要因には技術革新によって、既存の設備よりも低コストで操業可能なコジェネレーションや自家

発電などが開発されたことが大きい。こうした技術は立地や建設期間などで優位性をもっており、巨

大設備がなくとも新規事業者としての参入が容易に可能になった。また既存の電力会社にとってもピ

ーク時に合わせた設備能力を、新規事業者の発電量だけ削減することが可能になる。それゆえ発電部

門では新規参入が生じ、競争が起こりやすいと考えられている。実際アルゼンティンでは民営化当初

の 1992年にMEMの参加企業数は 42社であったが、1996年までに 700社以上が参加するようにな

っている。このほとんどが大・小大口需要者である。この中でも大きな発電量をもつのは国内および

外資の石油会社であり、燃料の調達とプラントの一部転用により、発電市場への参入を可能にした。

一方チリでは発電事業者だけが市場に参加できるだけで、参入は認められていない。各発電会社間で

は大口需要者向けに多くの料金メニューを提示することで、競争が行われているが、参入障壁がある

だけに、良好な市場が環境とは言い難い。

送・配電部門でも、ネットワークの使用権についてコンセッションによる競争政策が採られている。

入札で決められた業者が 10 年の期間独占的にその使用権を認められる制度である。ただしこの政策

が競争的であるためには、まず入札で共謀等の取引がないこと、そして電力を市場を通じて購入でき、

さらに電力の送配義務等を果たしているか監視する機関があること、などが条件として考えられる。

しかし実際に共謀をどこまで監視できるかは難しい問題である。次善の策ではあるが、市場へのアク

セスやペナルティ等の監視体制で、業務を監視するしかない。現実として送配電業者が頻繁に代わる

ことは考えにくだけに、ペナルティ等により業績を評価することで、コンセッション時の査定を下す

ことが可能となり、競争政策の代替的な成果をもたらすものと考えられる。

７－３　インセンティブ政策７－３　インセンティブ政策７－３　インセンティブ政策７－３　インセンティブ政策

価格やサービス、業務の改善を促すものとして、両国ともにインセンティブ政策が採られている。

ここではその代表的な料金制度とペナルティについて触れておく。ただし両制度の評価には各電力会

社の個別データが必要になるため、どれだけの効果があったかについての正確な把握は難しいところ

ではある。

料金制度ではチリがヤードスティック制度を、アルゼンティンではプライスキャップ制度を採用し

ている。ここではチリで採られているヤードスティック制度についてみていきたい。発電会社からの
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供給電力価格については各社の限界費用に基づく価格設定に委ねられているが、一般家庭などに適用

される料金については、価格に配電企業のコスト等をそれに上乗せして決定されている。その際にあ

る企業を基準尺度として設定し、それを基にインセンティブを与えようとするのが、制度の特徴であ

る。それゆえこの制度が採用されるのは配電部門の企業についてである。ここでのインセンティブは

基準値を上回る成果を上げた企業にはその分の利益を、そして基準値を下回る企業にはその分の損失

を与えることである。具体的には料金徴集等の管理コスト、投資や運営等の設備コスト、そして配電

におけるロス等がこれを左右するものとなる。

ペナルティ制度については電力の供給義務の観点から設けられている。その効果としては、停電の

減少等の消費者に対するサービス向上が考えられる。監視機関は両国共に電力セクター改革の際に、

新たに設けられている。発電部門ではディスパッチの調整に支障を及ぼした場合であり、送配電では

送電システムおよび配電網で供給に支障を起こした際にペナルティが課せられる。詳細な基準につい

てはここでは触れないが、配電部門を例にとると電圧等のレベルや形態（地下ケーブル等）ごとによ

って、それぞれ基準が決められている。

またペナルティによって罰金が課せられることは、各企業にとっては直接自社の利益にも関わって

くる。そのため設備の点検や保守、更新などはもちろん企業の運営に関する改善までも促すことにも

なる。
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８．両国電力セクター民営化の概要と諸問題８．両国電力セクター民営化の概要と諸問題８．両国電力セクター民営化の概要と諸問題８．両国電力セクター民営化の概要と諸問題

８－１　チリ８－１　チリ８－１　チリ８－１　チリ

８－１－１　電力セクター民営化の概要８－１－１　電力セクター民営化の概要８－１－１　電力セクター民営化の概要８－１－１　電力セクター民営化の概要

チリの電力セクターの民営化は 1980 年代に始まり、ラテンアメリカだけでなく、世界的にも先駆

け的存在である。この背景には 1970 年代から始まる国内の経済改革が段階的に進められていた状況

があり、その一貫としてセクターの改革があったことが重要な点である。資本市場へのアクセスや他

のエネルギー部門との関連を考えた場合、国内経済全体としての改革があってこそ、電力セクターの

民営化との整合性が保たれる。とはいえセクター改革を開始しはじめた 1970 年代後半より、電力会

社の本格的な民営化が達成されるまでは約 10 年近くかかっており、制度面の改編や国営企業の改革

には時間を要することを示している。

改革からの流れをおおまかにとらえると、1970年代後半から 1980年代初めにかけては関係機関お

よび関係法の整備、1980年代の始めから 1980年代の後半には国営企業の民間企業への移行期、1990

年代に入って企業としての事業の拡大やその後の海外進出といった発展段階に入った。改革の中で

1979年の国家エネルギー委員会(Comision Nacional de Energia：CNE）の設置、1982年の電気事

業法の制定が基本的な枠組み作りの上で重要だった。また企業の移行期として、チリ産業振興公社

（Corporacion de Fomento y de la Produccion：CORFO)による企業の改編や民間への移管業務、ま

た民営化された年金基金は資金の供給という点で、重要な役割を果たした。

現在のチリの電力セクターは民間が主体となった活動が行われている。プールシステムが採用され、

発電部門での市場システムも導入されている。市場での短期取引の他に長期取引のための取引契約も

取り入れられている。企業の改編はダイナミックな動きを見せており、国内はもとより海外への進出

はラテンアメリカの中では際立っている。特にENERSISは電力会社のマネジメントを中心とするホ

ールディングカンパニーであり、アルゼンティンやペルー、ブラジルなどに進出し、さらに現在はス

ペインの電力会社Endesaとも提携し、資本力をさらに強化している。しかしこうした発展の一方で、

統合化が進んだ企業の独占化が問題にされており、訴訟問題が生じたり、関係法の一部改正が行なわ

れたと、これまでの見直しが行われてきているのも事実である。またシステムや設備投資面でも、1997

年に大規模な停電事故を起こした経緯があり、今後企業活動の中にどのように電力の供給という社会

的な責任を担わせていくかが関係機関にとっての課題である。

８－１－２　民営化のポイント８－１－２　民営化のポイント８－１－２　民営化のポイント８－１－２　民営化のポイント

チリの電力セクターの改革は途上国のセクター民営化の成功事例として取り上げられる。それには

多くの要因があったことは言うまでもないが、ここでは特に民営化政策にとって重要であったと思わ

れる 3点について述べることにしたい。
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（１）年金基金の民営化

1 つめが年金基金による電力セクターへの資金の供給である。というのも改革に取り組みはじめた

1970年代の終わりから 1980年代の中ごろにかけて、ラテンアメリカでは 1982年のメキシコの債務

危機を契機とした経済危機が発生し、対外的にはもちろん国内においても金融市場からの資金調達は

難しい状況にあった。チリにおいても外国資本の流出はもちろん債務の不履行による銀行の一時国有

化や営業停止が等の事態が生じていた。チリ国内の金融機関は国の財政的支援を受け、金融システム

を維持している状況であった。このような金融事情では民営化にとって必要とされる資金を海外から

調達することは不可能な状況であり、また国内金融機関からだけでは十分にまかなえない状況にあっ

た。

その中で 1982年に年金基金（AFP)の民営化が行われた。もちろん背景には民営化政策の一貫という

ことではあるが、むしろ当時の財政状況では国がもはや社会保障制度を維持できなくなったことが大

きな要因であった。この民営化では政府の財政負担の軽減さらには年金のシステムの効率化が期待さ

れてのことであったが、ここでポイントにしたいのはその機関投資家としての役割である。民間の年

金基金となれば、税金等で年金支払いをまかなうわけにはいかず、運用先が必要となる。そこで注目

されたのが電力セクターである。必需財的な電力は他と比べ比較的安定しており、経済危機後の回復

を考えれば将来需要の成長も見込める産業であった。当初電力会社はCORFOに発行株式を保有する

形をとるが、民営化に伴い最初に年金基金に対して各電力社平均して約 20～30%の売却を進めていっ

た。州レベルの小規模発電会社を除きほぼ全ての電力会社が年金基金の資金を受けている。当初 30%

の限度枠が設けられていたが、その後 50%までそれが拡大され、1990年頃には 40にまで達する企業

もあった。1990年代に入ってからは米国やスペイン等の金融機関からの資本も活発化し、さらに国内

ホールディングカンパニーからの資金調達も拡大したことから、年金基金の比率は 10%台になってい

る。

（２）民営化における CORFO（産業振興公社）の役割

2つ目が CORFOによる国営電力会社の改革である。CORFOは 1940年代に国内の工業化・産業

育成を目的とした機関であり、国営電力会社や石油公社もこの機関の下で設立された経緯がある。電

力会社の改革は 1980 年代に入って本格化するが、ほとんどの企業が完全民営化を達成できたのは

1986～1988 年にかけてであり、その間の機関は民間企業に変わる移行期であった。この時期の企業

の改革がその後のチリの企業の発展を進める上での基礎を作った重要な期間であった。この改革を中

心となって進めたのがCORFOであった。CORFOが民営化前の国営企業の電力会社に求めたのは、

民間企業への改革である。まずは各企業内の予算や財務状況を見直し、自立的な経営をはかることで

あった。それは国営企業でありながら独立採算制を採ることであった。そのためには無駄な投資や支

出を抑えると共に設備や事務、人的な効率性の改善を進めることが取り組まれた。そのリストラクチ

ャリングでは人員の整理も当然行われた。正確なデータはないが約 40%の人員削減がこの時期に行わ

れている。また民間企業では当然のことではあるが、法人税等の支払いもこの時期に徹底されている。

それまで不明確だった税金の支払い義務を各社に徹底させた。さらにこれまでの債務の圧縮も段階的

に進められた。こうした改革は民営化をにらんだものであった。企業の改革なしには、民営化後の売
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却や資本市場からの資金調達、さらにはその後の民間企業としての活動を進めていくことが難しいと

の判断がCORFOにはあった。

（３）民営化までの時間をかけた取り組み

最後はその時間をかけた取り組みである。ピノチェット大統領とその経済改革担当者いわゆるシカ

ゴボーイズ（かれらの大半がシカゴ大出身者で構成されていた）による自由化政策を目的とした経済

改革は、前社会主義政権の崩壊後の 1973年から開始され 1988年までの約 15年間行われた。民営化

政策では1973年から1978年までの期間は主に社会主義政権時代に国営化された企業等の再民営化で

あった。

　この時期に対象となった企業は中小規模のものがほとんどであるが、その数は 135社にも上った。

大型企業の民営化は 1978 年から本格化する。電力セクターの民営化も事実上この時期から開始され

た。ただし前述したようにそれがほぼ達成されるのが 1986～1988年頃というかなりの時間をかけた

取り組みであった。

この間に民営化後の電力セクターのアウトラインの策定、関係機関や関係法の整備、CORFOによ

る企業の改革といったセクター関連の整備が進められた。その一方で電力セクターおよび民営化をめ

ぐる国内経済環境の整備も行われていた。金融危機への対応として金融機関の一時国有化（中央銀行

の管理下）、不良債権等の国による一時引き受け、国内債務のリスケジュールなどが金融再建策として

実行された。また対外債務に対しては債務の資本化（デット・エクィティ・スワップ）による債務の

削減を推進した。資本の自由化に関しては 1974年に外資法（DEL.600）によって外資と内資の区別

を撤廃し、1977年の新外資法（DEL.1748）ではさらに規制緩和を進め、商業銀行に対しても外資の

取り入れを許可した。そして 1980年における外資借入れの量的規制の撤廃、1982年には借入期間の

制限（2 年以上）が撤廃され、資本の自由化が制度上確保されることとなる。民営化に直接的に関連

するものとしては前述した年金基金と大衆資本主義（ポピュラー・キャピタリズム）が挙げられる。

大衆資本主義は証券取引所を通じて株式を一般投資家にも売却すること、企業の従業員への株の売却

を可能にするものである。株式の分散化により国営化への逆行を防ぐと共に、従業員が自社株を持つ

ことで職務や業績へのモラールを高めること、さらには資本市場（証券市場）の拡大や深化をも目指

すものであった。

８－１－３　関係法および関係機関の整備８－１－３　関係法および関係機関の整備８－１－３　関係法および関係機関の整備８－１－３　関係法および関係機関の整備

（１）電力関係法

チリの電力セクターにおける民営化の方向性とセクター全般にわたる規定を示したのが、1982年の

電力法（DEL.No.1）である。この法律の中で、セクターにおける民間所有、産業組織、市場、それ

ぞれの部門における料金や価格設定の方法を示している。つまり電力セクターにおける民間資本の参

加と、発電市場における市場システムの導入をここで認めている。また送電・配電部門では地域独占

を認め、使用権等についてはコンセッションによる入札をすることが示されている。セクターの改革

に伴うディスパッチセンターやシステムのオペレーション機関の設立についても示された。
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オペレーションについては同年に公布された法律（DEL.6）の中で、さらに具体的な点について明記

された。システムにおける送電や接続に関する技術的な基準、システムに参加できる発電会社の制限、

ディスパッチセンターおよびシステムに関するオペレーションのルールなどがこの法律の中に盛り込

まれている。

なお電力およびエネルギー政策の中心的機関である CNE については、民営化に先立つ 1978 年の

政令で、省庁レベルの機関としての設立を定めている。

（２）関係機関の概要と問題点

電力セクターの関係機関の中で、セクターの改革から現在に至るまでその中心的役割を果たしてき

たのが国家エネルギー委員会（Comision Nacional de Energia：CNE）である。CNEは民営化開始

以前の 1978年にはすでに設立され、設立当初からセクター改革の草案やその準備に取り組んできた。

CORFO が個別の国営企業の改革に取り組んできたのに対し、CNE はセクター全体の改革プログラ

ムを進めてきたといえる。前述のように改革のポイントとしてCORFOの役割を挙げたが、両機関の

取り組みがあってはじめてセクターの改革および民営化が可能になったともいえよう。改革に向けて

のレギュレーションの策定、料金システムの整備、サービス基準の設定、各企業に対するオペレーシ

ョンの指導、ディスパッチング機関の設立準備などがこの時期に進められた。民営化以降 CNEの業

務は政府機関としてのエネルギーに関する政策形成が中心となっている。ただしレギュレーションや

料金設定においても依然として監督機関としての役割が法的にも維持されたままであり、今後効率性

や透明性を高める上では、業務の分権化を進めることが課題である。

ディスパッチセンターは CEDCが電力法（1982年）によって 1985年に設立された。この機関は

SICにおける需要・供給のバランス、ならびに発電会社間の調整をはかる経済ディスパッチの役割を

主たる業務としている。なお現在CEDCはM. E.（経済省）の下部組織であるが、将来的には独立し

た機関となる予定である。

チリでは電力会社も企業としては、一般の民間企業と同様の扱いを受けており（電力業務の中の規

制等は別にして）、基本的には経済面や財務面での監督機関はM. E.とチリ国家環境委員会（Comision

Nacional del Medio Ambiente：CONAMA）がそれにあたる。CONAMAは環境面での監督機関でも

あり、発電所の建設などでの環境への影響等を特に監視している。

企業間のトラブルや価格等の調停や訴訟機関も一般企業と同様に公正取引委員会（Anti-Monopoly

Comission）による監督を受ける。実際電力会社に関わる土地・水利権の利用や料金の問題、独占に

関わる問題などが取り上げられ、訴訟にまでなっている。

いずれの機関も国レベルの管轄であり、政府のセクターにおける支配力が依然として強く反映され

ているようにも見えるが、実際にはその逆である。前述したように電力会社はすでに民間企業の 1つ

と見なされており、レギュレーションの記載事項以外の活動に対しては自由な企業活動が認められて

いる。電力セクター専門の機関によって構成されていないことは、企業の自由度を高める反面、セク

ターにおける規制や監視が十分に行き届かないのではないかという指摘がされている。
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８－１－４　電力会社のマネジメントの改革８－１－４　電力会社のマネジメントの改革８－１－４　電力会社のマネジメントの改革８－１－４　電力会社のマネジメントの改革

これまで述べてきたようにチリの電力セクターの改革は国営企業の民営化、関係法や規制機関の設置

など制度面での改革が、民間活動を進める環境を整備したものであった。ただしそれだけではセクタ

ー全体が変わるわけではなく、企業自らが効率化を改善し、何らかの変革をしなければ、民営化の意

義を十分に果たすことはできない。

民営化の移行期の企業としての改革は前述したように、CORFOの役割が大きかった。この時期の

変革が民間企業としての活動を行う上で重要なポイントになった。ここでは訪問先を事例として民営

化以降の各企業の取り組みを見ていくことにする。

（１）経営システムの改革

国営企業から民間企業への移行期（1980 年代前半から後半にかけて）には CORFO の資本管理の

下で企業としての改革が進められた。その後各企業は完全な民営化をしていくことになった。当初各

企業とも本業である国内電力業務を中心とした事業を進めていった。発電会社（ENDESA・GENER）

を例にとると、この段階においては、余剰設備の見直しや稼動設備のメンテナンス等、設備の効率化

が図られた。また人員の圧縮も民営化以降、段階的に毎年行われるようになった。1990年代に入る前

後から企業間の提携、電力以外の業務への拡大が進められるようになった。ENDESA は電力事業の

ホールディングカンパニーであるENERSISとの提携関係を結び、本業である発電事業においてはこ

れまでと変わらない運営をしていくものの、資本のマネジメントはENERSISに任せる形態をとるこ

とになった。

またGENERでは発電に加え、これまでの業務からサービス部門やインフラ部門を立ち上げ、事業

として展開していくことを始めた。そして 1990 年代の中ごろになり、ラテンアメリカ各国の民営化

が進むにつれ、他国への進出も展開されるようになった。これに伴いENERSIS、GENERともに国

内発電事業部門、国内でのサービス等の部門、そして海外発電部門の 3部門が事業の柱となっていっ

た。GENERではチリの電力、アルゼンティンの電力、その他の国での電力、インフラ等、5つの部

門に同等の権限を与え、さらに組織も各部門を柱としたフラットな形態に切り替えた。またENDESA

の所属するENERSISグループは国の枠を超えて発電・送電・配電ごとに組織され、グループ全体で

の利潤の拡大を目指した形態と進化していった。これには各部門の専門化が強まり従来の垂直型の指

示系統では対応できなくなったことが要因と考えられる。

（２）他国への進出

1990年代から始まるチリ企業のラテンアメリカ各国への進出は、各国の民営化が開始されたという

外部的な要因も大きいが、各企業が民間企業として地位を確立し、事業展開をさらに拡大しようとす

る戦略があったからである。ENERSISグループとGENERをもとに進出国を見ると、アルゼンティ

ン、ブラジル、コロンビア、ペルーが主要対象国になっている。いずれの場合も民営化の開始と同時

に各国企業との提携を結び、進出を果たしている。これにはチリ企業がいち早く民間企業としてのノ

ウハウを持っていたことやENERSISグループのように民営化に必要な資金を提供できる資本力があ
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ったからである。そして国内だけでは市場規模に限界があるチリ企業にとって他国への進出は、事業

拡大にとっては当然の戦略であったと考えられる。またチリ国内のレギュレーションにおいてグルー

プ化や他国への進出に対しては規制がかからなかったことも、自由な事業展開を後押しした。

チリの電力セクターにとってアルゼンティンは単なる隣国ではない。チリ企業が最も早く進出した

国であり、送電システムの相互接続までも行われている関係にある。GENERやENERSISの海外事

業展開においても、重要な位置にある。GENERのアルゼンティンでの提携先は国内発電量第 2位の

Central Puertoであるが、1999年には出資額の 64%を占めるまでになりグループ傘下になった。ま

た売上高では全体の 38%を占め、チリ国内の発電部門を凌ぐ程の規模となった。一方ENERSISにお

いても国内発電量第１位のCentral Costaneraや顧客数第２位の配電会社Edesurといったアルゼン

ティン電力セクターの主要企業との提携関係にある。こちらもその売上高や顧客数の大きさは、他の

進出国の企業と比べて際立っている。

現在進出が進められているのは、ブラジルである。同国の民営化は 1996 年頃からようやく本格化

したこともあり、まだまだセクター全体の民営化には至っていない。現段階ではサン・パウロをはじ

めとするいくつかの州営の電力会社の民営化が行われている段階で、多くの州ではまだ民営化には至

っていない。同国では今後の需要の伸びから供給が逼迫するとの予測があり、今後の民営化にとって

外国資本の導入は資本やマネジメント、技術面からも期待されている。チリ企業にとってもブラジル

はアルゼンティン以上の市場規模があり、これからの戦略の上で最も重要なターゲットである。

８－１－５　地方電化のシステム８－１－５　地方電化のシステム８－１－５　地方電化のシステム８－１－５　地方電化のシステム

チリ・アルゼンティンともに地方電化は、全国の送電システムおよび配電会社や配電組合が行き届

かない地域での自家発電およびその近隣配電による電化を意味している。なお送電システムは全ての

州をカバーしており、チリの電化普及率は 97%にも達している。

地方電化システムの概要をまず説明しておきたい。全てを統括する機関は CNE であり、その下に

実施機関としてプロジェクト等の開発を担当する SERPLACと、開発基金を管理するFNDRの 2つ

がある。プロジェクトは基本的には州などの地方自治体の要請に基づいて、案件が提出される。また

国際機間（世界銀行、IDB、UNDP）などによるプロジェクトもCNEに報告される。CNEはそれを

もとに実施可能かどうか関係者との協議の上での選定をする。

ここでは当該地域での技術の適用性、料金の設定、事業主体の設備・資金面での運営能力が調査・

検討される。将来的に持続的な事業運営ができるかどうかがポイントになる。またプロジェクトが完

成してからも、その 5年後に事後評価をすることも行われている。なお国際機間によるプロジェクト

以外は、全国システムを経由する全ての料金の一部が地方電化基金に充てられている。

地方電化の成果は、1992年にその普及率が 55％であったが、1999年段階では 75％を超えるまで

になった。2000 年までの目標値（75％）をすでに達成している。これには全国システムからの接続

により、一部の地域が地方電化の対象から外れたことにもよるが、これまでの着実な投資が地方電化

の普及に寄与したことが最も大きな要因であろう。
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表８-１　チリでの地方電化の実績

年
地方電化受益者

（人）

地方電化投資額

（millon  peso）
地方電化率

（％）

1994 08370 03005 58.6
1995 17933 07749 62.3
1996 19053 09722 66.1
1997 19107 10813 69.8
1998 20427 13191 73.7
1999 13000 09492 75.7

出所：CNE

８－２　アルゼンティン８－２　アルゼンティン８－２　アルゼンティン８－２　アルゼンティン

８－２－１　電力セクター民営化の概要８－２－１　電力セクター民営化の概要８－２－１　電力セクター民営化の概要８－２－１　電力セクター民営化の概要

アルゼンティンの民営化は 1989年に誕生したメネム政権（1989～1999年）の下で行われた経済改

革の一貫として進められた。1991年に本格化する民営化では電力セクターや電信はもちろん、運輸や

化学などの製造部門、航空や鉄道などの運輸部門、金融部門さらには国家戦略にも関わる石油公社ま

でもが含まれていた。アルゼンティンの民営化の特徴は、部門が広範にわたることであり、しかもそ

れらが短期間で行われたことである。

電力セクターの民営化はそうした国レベルの経済改革のサブセクターとして位置付けられるが、電

信などと同様にネットワーク部門があることや生活財としての供給義務があることから、制度面での

整備が重要課題として取り組まれた。セクター改革の要点は

（１）企業の分割（垂直分離・水平分離）・民営化

（２）市場の自由化（発電での参入の自由化、配電でのコンセッション）

（３）プールシステムの導入

（４）電力法および関係機関の創設

の 4点に集約される。セクター改革の中心となったのが、1992年に出された「新エネルギー法」（法

律第 24065）である。この法律については次節で詳細に述べるが、上記の改革の要点を全て盛り込ん

だものとなっている。アルゼンティンの電力セクター改革も全体の民営化同様に約 3年で制度面や企

業の民営化が完了した。資金面では国レベルの経済改革が進んだことや 1990 年代に入ってラテンア

メリカ地域にも資本の流れが戻ってきたため、民営化資金は市場から調達することが可能であった。

もちろんアルゼンティン国内では大規模な民営化案件が相次いだため、資金需要の増加とともに市場

にとっても魅力的な投資先となり、資金調達が容易に可能となった。制度面では 1980 年代に電力セ

クターの民営化を行ったチリや英国の教訓を基にレギュレーションが作られた。電力各社の垂直・水

平分離、プールシステムの導入、全国の送電システム（SIN）や卸電力市場（MEMとMEMSP）の

創設など大枠の制度はチリでとられたものとほぼ同様の形態がとられている。しかしこれらの制度を
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具体的に見ていくと、チリを教訓としてその問題点を解決すべく制度づくりが行われた。チリで見ら

れるような企業の統合化や参入の制限等はアルゼンティンのケースには見られない。企業改革ではチ

リ企業との資本や技術提携により、ノウハウの導入や経営面改善に生かす企業もあった。その一方で、

1998年には大規模な供給ショックも発生しておりシステム面の課題も残されている。

８－２－２　民営化のポイント８－２－２　民営化のポイント８－２－２　民営化のポイント８－２－２　民営化のポイント

　アルゼンティンの民営化はラテンアメリカの電力セクターにおいて最も整備された制度改革を行っ

たと言われている。ここでは特にその民営化政策においてポイントになった 3点について焦点をあて

る。

（１）経済改革と市場からの資金調達

チリのケースでは年金基金による資金供給が、市場からの調達が困難な状況下で活用された。一方

アルゼンティンでは、経済改革の推進から民営化資金は市場から調達が可能な状況にあった。ここで

は経済改革による資本市場の拡大と民営化への影響や効果について述べることにしたい。基本的なこ

とではあるがここで重要な点は、これまで国家財政による予算や資本で運営されてきた国営企業が、

民営化の過程を通じて市場の評価を受けて売却され、さらには資本調達も独自で行わなければならな

くなったことである。市場から資金調達ができなければ、民間企業としての運営はもちろん存続も難

しくなる。ただし市場の評価は、事業者にさらなる効率化によって利潤の拡大を目指すインセンティ

ブを作り出すものでもある。その反面市場および株主の評価はこれまで以上に事業運営や財務管理に

対する監視は厳しくなるはずである。

アルゼンティンの債券市場はMerval（ブエノスアイレス）に代表されるが、その規模は 1985年に

は 2.0十億米ドルしかなかったが、1996年には 44.7十億米ドルにまで拡大した。そして市場におけ

る民営化主要企業の占める割合は、1992～1997年の期間で 25～50％で推移するほどの規模であった。

民営化による大規模な株式売却の案件が、相次いでこの時期に出されたことが市場取引の拡大につな

がったと言える。この要因にはメネム政権下おけるコンパビリティ・プラン 8での成果が考えられる

が、債券市場自体の変化もその要因の一つである。1990年にMAEが設立（1993年にMervalと統

合）、Mervalもまた金融機関にも参加を認めるなど従来のレギュレーションの改革を行った。また新

たなシステムとしてADR9やAFP10も民営化企業等に利用されるようになった。

電力セクターを含めた民営化の効果は 23,527百万米ドル（1990～1996）の財政収入をもたらし、

資本市場の拡大をもたらした。これには経済改革と資本市場の改革が同時的に行われ、資金調達が市

場から行える環境が整ったことで可能になったと考えられる。

                                                  
8 1991年 3月に経済大臣ドミンゴ・カバージョによって進められた経済再建計画。増税と支出の削減による財政の再
建、ドルとリンクした固定為替レートによるインフレの鎮静化、国営企業の民営化が主要課題として取り組まれた。

9 1990年代に入って広く利用されるようになった金融手法。
10 アルゼンティンの年金基金は 1994年に民営化された。制度的にはチリの方法を見習ったものであるが、資金量の規
模ではチリの 1/4程度である。
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（２）チリの民営化の影響

アルゼンティンの電力民営化にとってチリの民営化は大きな影響を及ぼした。様々な影響が見られ

るが、それを集約すると以下が特に重要な点と考えられる。

（１）民営化時において制度面で教訓を得ることができた、

（２）チリ企業との提携により民間企業への移行がスムーズにできた、

この２点が示していることは、セクターレベルと企業レベルの両面からの影響があったことである。

セクターレベルでは、セクター改革全般における方向性はチリが行った民営化をまさしく踏襲するも

のであるが、制度上の詳細についてはチリでの問題点を教訓として自国の制度に生かしていった。具

体的には部門間（発電・送配電）の提携および子会社関係の禁止を関係法に明示したこと、国営企業

の分割では企業レベルの均等化を図ったこと、電力専門の関係機関による明確な分権体制を作ったこ

と、などが顕著な点である。これらは現在のチリの電力セクターで生ずる問題の原因を未然に防ぐも

のとなっている。

　企業レベルの影響については 8-2-4 企業のマネジメントの改革で詳しく述べる。重要なものとして

は資本・技術やマネジメントにおける影響であるが、ここではその基本となる人的交流について触れ

ることにする。チリ企業の民営化では国営企業からの役員やスタッフの体制が維持された形で改革が

進められた。これに対しアルゼンティンの民営化では分割された企業がより多かったこともあるが、

全ての電力会社が新たなスタッフの体制の下で事業が開始された。その際にチリの電力セクターでの

経験を持つ者もしくはチリ人が、多く役員等に登用された。この中にはもちろん提携企業からの派遣

もあるが、Uターンとしてアルゼンティンに戻ってきた者も含まれる。このことはアルゼンティン企

業が民間への転換を図る上で、重要な役割を果たしたと考えられる。単なるノウハウの移転で、企業

の改革が進むはずはない。それを使いこなし、企業に植え付けていく経営者もしくはスタッフがいて

こそ可能なる。また技術者や財務部門等では提携企業間での相互派遣なども行われている。こうした

両国間の人的交流は、アルゼンティン企業のみならず、チリ企業にとってもグループ内の人材の発掘

や育成にも貢献しているのではないかと考えられる。

（３）短期間でのセクター全般の改革

アルゼンティンが短期間で民営化を達成できたのは、前述したチリの民営化による影響が大きくプ

ラスに働いたことはいうまでもない。しかし大きな要因として、政治的な政策実行力が働いたことも

事実である。メネム政権は、本来であれば反対派として民営化に大きな障害となるはずの労働組合を

懐柔し、国内における経済政策断行のためのコンセンサスをつくり、民営化の実行を可能としていっ

た。その背景には財政赤字の解決という最重要課題があったからである。民営化の財政への効果とし

ては、不採算部門の国営企業等の売却による歳出の削減と、国営企業の売却による歳入の確保という

2 面の効果が期待された。その意味では民営化は歳入・歳出の両面に影響を与えることができ、また

金額的にも大きいことから財政再建には最重要政策にもなった。短期間で進めた背景には、民営化に

よる短期的な財政再建への視点があったからであり、また長期間ではそのコンセンサスが維持できな
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いと判断したメネム政権がその実行力をもって政策を実施したことがあったからである。

短期間での民営化への転換であったとはいえ、後述する関係法や関係機関の整備、政府系企業の労

働者への手当の還元や従業員への持ち株制度など、単なる国営企業の売却で終わるものではなかった

ことはこの改革の成功要因でもある。これも短期間での改革の実行が、長期間かけることによって生

じる利益団体等による合意の崩壊やそれに伴う政策の歪みを避けることができ、政策間での整合性を

保つことが可能となったからである。

８－２－３　関係法および関係機関の整備８－２－３　関係法および関係機関の整備８－２－３　関係法および関係機関の整備８－２－３　関係法および関係機関の整備

（１）電力関係法

経済改革および民営化に関わる法律としては 1989年の国家改革法（Law No.23696）が民営化の方

向性を示している。また 1991 年には上記の法をもとに経済省による電力セクター民営化のための大

統領令（No.634/91）が出された。ここでは民営化のスケジュールや民営化後のセクターのアウトラ

イン、発電市場の創設、新たなレギュレーションの方向性などが示されている。

民営化の実施および民営化後の電力セクターの全般的な規定を定めたのが、1992年に公布された電

力法（Law No.24065）である。この法律が電力セクターの改革・民営化を実行していく上での中心

となった。なお現在もこの法律が電力セクターにおける最も重要なものである。この中で示されてい

るのは、1991年の大統領令を踏襲したセクターの再構築と国営企業の民営化である。具体的には電力

会社の垂直・水平分離、セクターの関係機関の設置、卸電力市場の運営、スポット価格および料金シ

ステムの規定などが定められている。また消費者保護や電力供給義務、それらに反した際のペナルテ

ィなどといった公共性の見地にたった規定も含まれている。電力セクターの制度・規則・規範の全て

がこの法律に盛り込まれているといえる。

（２） 関係機関の特徴

アルゼンティンの関係期間の特徴は、各機関が明確に役割分担されている点にある。電力セクター

に関係する主要な機関としては卸電力市場管理会社（Compania Administradora del Mercado

Mayorista Sociedad Anomina-Argentina：CAMMESA）、規制機関（Ente Nacional Regulador de la

Electricidad：ENRE） エネルギー庁（Secretaria de Energia：S.E.）の３つが挙げられる。それぞ

れの役割を三権分立に例えると、CAMMESAが行政、ENREが司法、S. E.が立法と考えれば理解し

やすいだろう。CAMMESAはMEMの運営や管理、ENREは料金やペナルティの監視、S. E.はエネ

ルギーに関わる政策形成官庁である。機関の役割や組織についてはこの後で詳しく述べるが、各機関

の役割は一元的に集中しているわけではなく、その役割はそれぞれ限定されたものとなっている。

もう一つの特徴として、上記の各機関（特にCAMMESAとENRE）は電力専門の機関であること

である。民営化をすることによって電力セクターの主体は民間企業の活動に委ねられることになるが、

その反面で市場の運営や料金やサービスの監督などこれまでの政府機関以上に専門化した機関が必要

になってくる。アルゼンティンの機関の構成をみると、各機関が分権化することで、特定の分野や業

務に特化し、専門性を生かすものとなっている。そのことはスタッフの構成にも表れている。
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CAMMESAやENREでは経済・財務・法律・工学・システムエンジニアリング等の専門家によって

各部門のスタッフが構成されている。市場環境の整備や民間企業の監督やサポートなどは行政官だけ

の組織では限界があり、専門的なスタッフによる対処が必要である。こうした関係機関の特化は、ア

ルゼンティンの制度面での大きな特徴である。

（３） 関係機関の役割と業務

3 機関の分権化については前述したが、ここではそれらの機関の業務内容や組織についてさらに詳

しく触れることにしたい。

まずCAMMSAであるが、この機関は形態としては株式会社化されており、業務上は電力セクター

の公的な部分にも関係しているが、運営自体は民間の機関といってよいだろう。株主は、発電会社、

送電会社、配電会社、大口需要者、政府（S.E.）の 5者で、各 20%ずつ所有する形態となっている。

そして重要事項の最高決定権は株主代表者会にある。この所有形態の意味するところは、（1）卸電力

市場に関わる関係者が全て参加できる場にしていること、（2）資本の大小や官民の区別なしに関係者

間での力の配分を等しくしていること、によりある一定の関係者による市場の暴走を防ぐ役割を果た

している。CAMMESAの主たる業務はMEMに関わるものである。卸電力市場の運営や管理、そし

てプール市場における需要・供給に関わる経済ディスパッチがそれにあたる。

ENREはCAMMESAと異なり、電力セクター専門の公的機関である。予算等の財源では国の予算

に制約を受けるものの、人事や業務の裁量に関しては独自の決定権を有している。また公的機関では

あるが、業務の専門性から多くの専門家が各セクションに多くついていることもこの機関の特徴であ

る。ENREの役割を端的にいうなら、公的な規制機関である。役割としては料金および電力の供給や

配送に関わる監視である。企業側の視点というよりも消費者保護の観点に立ち、料金・サービス・税

金等をチェックし、違反があった場合にはペナルティを課することが業務となる。その際には法的に

則った違反等の認定、技術的な観点に立った安全性の確認や計量、会計規則に基づいた勘定の審査な

ど、特定の基準をもとに勧告およびペナルティによる制裁を下している。役割としてもう 1つ重要な

のが電力セクター内で生ずる紛争の解決と設備建設等に関わる公開ヒアリングである。各部門間もし

くは企業と消費者間で何らかの紛争が生じた際、その仲裁にあたるのが役割である。また公開ヒアリ

ングは新規の発電所や送配電網の建設などの際に行われるもので、定期的ではないが重要な業務の 1

つである。

最後に電力セクターの関係省庁である S. E.についてである。かつて S. E.は国営企業の管理や運営

を一極的に統括していたが、民営化後、その役割はポリシー・メイキングに限定されたものとなった。

エネルギー・環境全般にわたる政策形成はもちろん、電力・石油等の各セクターにおけるレギュレー

ションの策定や統計の作成がその業務となる。電力セクターでは地方電化や水力発電所の水利権や送

配電システムの利用権の管理もその業務となる。これらの利用権については S. E.の管理下の下でコン

セッションによる業者の選定が行われている。また近年は隣国との送電ラインやガスパイプラインの

相互接続が進んでおり、他国との協定の締結および法的取り決めなども重要な業務の 1つとなってい

る。
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８－２－４　企業のマネジメントの改革８－２－４　企業のマネジメントの改革８－２－４　企業のマネジメントの改革８－２－４　企業のマネジメントの改革

（１）チリ企業との提携

チリ企業の進出は、アルゼンティンの民営化が開始されたと同時に始まっている。民営化を 1980

年代に行い移行プロセスや民間企業としてのノウハウをもつチリ企業との提携は、民営化を行うアル

ゼンティン企業にとって資本・技術面でメリットがあった。一方チリ企業にとっても、さらなる事業

の拡大を目指して海外市場への進出を考えていた時期であり、しかも民営化によって電力セクターの

制度面が整備されたことは、アルゼンティンへの進出を促す契機となった。チリ企業との提携は全て

の電力会社で行われているものではない。しかしながらアルゼンティン国内の上位 2社（発電量）の

民間発電会社（Central Costanera、Central Puerto）、そして同国 2位の配電会社（Edesur）といっ

た規模の大きな企業が提携関係にあることは注目すべき点である。

　チリ企業との提携で最も重要な点は、資本面と技術面における影響である。まず資本面では上記の

3社とも現在はチリ企業の傘下にある。Central CostaneraとEdesurは、チリのENERSISグルー

プ、Central PuertoはチリのGENERの子会社となっている。株式所有率はCentral Costaneraで

52%、Edesur では 44%（残りを所有する資産管理会社の分を合わせると実質的には約 70%）、また

Central Puertoでは 64%にもなる。こうした提携は民営化されたアルゼンティン電力会社にとって資

本力の強化になったと考えられる。特に前者はENERSISによる資金面でのマネジメントを受けるこ

とで、資金の調達ルートを確保できた反面、国営時代にはない、効率化のより一層の推進が求められ

ることになった。他方技術面でも提携の効果が考えられる。民営化以降各社はまず設備のリストラク

チュアリングやメンテナンスにとりかかったが、ここでもチリ企業の経験が生かされた。技術者の相

互派遣が行われ、各設備の確認が具体的に進められた。またその後に建設されたプラントや設備にお

いてもチリ企業で使用された実績や問題点をもとに設備の購入や建設が行われた。例えば Central

Puerto と GENER とはどちらも火力中心の電力会社であり、利用技術に共通性があるだけに、技術

者の人的交流はもちろん情報の交換等も盛んに行われている。

（２）効率化の改善

ここではEdesurおよびCentral Puertoをもとにその効率化改善について述べる。両社とも国営時

代に問題とされてきた効率化および収益性については、民営化後に明らかな改善が見られる。Edesur

では従業員数では民営化直後の 1992年には 7,541人だったが、1999年までには 2,695人に圧縮され

た。これによる従業員あたりの対顧客数は同期で約３倍もの改善が見られた（1992年 248人から 1999

年 800人）。電力ロス率では 1992年の 26%から 1998年には 8.7％とこの期間で 17.3%のロスの減少

を達成した。また停電回数および時間でも 1993年の結果とくらべると、回数で 64%、時間で 81%減

少させた実績がある。一方Central Puertoでも従業員数は圧縮されてきており、1993年は 807人で

あったが、1998 年には 329 人にまでなっている。また従業員あたりの発電量で見ても 1993 年の

6.4GWhから 1998年の 18.5GWhと大きく上昇している。具体的には人事面において民営化後から

従業員一人一人にモニタリングを行い、その評価をもとにしてリストラを進めてきた。設備面等でも

リストラやメンテナンスを積極的に行うとともに、新技術を導入した設備の建設も進めてきたことが、
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こうした指標の大幅な改善につながったと言えよう。こうした企業の効率化の改善は収益面での改善

にもつながっている。Central Puerto、Edesurともに税引き後利益では 1998年には 1993年当時の

約 2倍にまで拡大した。

　効率性の改善は個々の電力会社の企業努力には違いないが、それには改善を促すインセンティブが

必要である。企業レベルではチリ企業との提携、資本市場等での評価、セクターレベルでは卸電力市

場やコンセッションなどによる競争圧力や規制機関によるペナルティや監視がインセンティブの創出

要因になったと考えられる。企業内やセクター内にインセンティブを生み出すシステムが存在するこ

とで、企業の効率化が図られることがアルゼンティンの事例からもわかるはずである。

　

８－２－５　地方電化のシステムと現状８－２－５　地方電化のシステムと現状８－２－５　地方電化のシステムと現状８－２－５　地方電化のシステムと現状

アルゼンティンの地方電化もチリと同様のシステムで行われている。アルゼンティンでは S. E. が

監督機関としての役割を果たす。ただし案件の計画や実施は地方（州・県）主導で行われる。S.E.の

役割は各案件について関係者との協議を持つことや実施の策定をすることである。

国際機関（世界銀行、IDB等）のプロジェクトにおける地方機関との仲介などもその業務の一部で

ある。また地方電化関連の予算管理も重要な役割であるが、この管理機関として FNEE（国家エネル

ギー基金）が電力法（Law No.24065）に基づいて設立されている。主たる業務は電力料金からのク

ロス・サブシディによる地方電化の基金を管理および実施機関へ分配することである。実施機関とし

ては発電設備の建設等の開発を担当する FEDEIと、地方電化における料金補助を担当する FCTの 2

つの機関がある。

アルゼンティンにおける地方電化の指針を示したものがEl Programa PAEPRA（地方電化プログ

ラム）である。プログラムの目的は、企業による送配電網が行き届かず電力サービスを受けることの

できない約 140万人と 6,000の公的サービス（学校、診療所等）に、地方ごとの電力システムを作る

ことで電力を供給することにある。これまでの実績は、地方電化の受給者で 1992年の 8,700人から

1998年には2万5,000人まで大きく拡大した。またそのことを裏付けるように地方電化普及率は1992

年の 53%から 1998年には 75%にまで上昇した。今後は小型タービンや太陽電池等などを取り入れ、

地域に即した技術の選択も進めているところである。



－34－

９．ラテンアメリカにおけるエネルギー企業間の提携９．ラテンアメリカにおけるエネルギー企業間の提携９．ラテンアメリカにおけるエネルギー企業間の提携９．ラテンアメリカにおけるエネルギー企業間の提携

電力企業間の提携は ENERSIS や GENER などのチリ企業の進出に見られるように、ラテンアメ

リカでは数ヵ国にわたる範囲で行われている。そのENERSISは、現在、スペインのEndesaの資本

下にある。しかしこうした企業間提携は電力会社間にとどまらず、エネルギー企業間の広範な提携が

行われているのが現状である。

前述したようにチリとアルゼンティンの企業間の提携は盛んに行われているが、これは電力会社間

だけでなく電力－ガス、ガス－石油などの企業の間でも進められている。チリのガス会社 MetroGas

は、電力会社の GENER やアルゼンティンのガス会社 Gas Andes などと提携関係を結んでいる。

ENERSISグループでも他国の電力会社だけでなく、国内ガス会社との提携関係がある。これにはラ

テンアメリカではガスの普及が電力ほど進んでおらず、競合する部門というよりもむしろ補完的な意

味合いが強いからであると考えられる。一方ガス会社も外国企業との提携を結んでいる。Metro Gas

はアルゼンティンのRepsol YPFと提携関係にある。この企業も 1990年代に石油公社から民営化し

た経緯があり、現在はスペインのRepsolの傘下となっている。また石油会社の提携はいうに及ばず、

チリの ENAPはブラジルの Petrobrás （石油公社）と、その Petrobrásはヴェネズエラの石油公社

やRepsol YPFと提携関係にある。事業の多角化・広域化を目指す各企業により、こうした提携は今

後も進められていくものと思われる。

　企業間の関係だけでなく、電力やガスなどではすでに国際接続も行われている。以前よりアルゼン

ティンやブラジルなどでは国際河川をパラグァイやウルグァイなどと共同によって開発・運営する二

国間発電はあったが、1990年代に入り国境を超えてのラインの接続も行われるようになった。現在チ

リ－アルゼンティン、ブラジル－アルゼンティンでは電力および天然ガスのラインが接続されている。

今後はボリビアやペルーとの天然ガス・パイプラインの接続も進められている。特に天然ガスは、石

油のように他地域もしくはメキシコ等からの輸入に頼ることなく域内での生産が可能であり、しかも

パイプラインでつなぐことによって液化するコストもかからないことなど、域内のエネルギーにとし

て最も重要なものになってきている。また環境面からも二酸化炭素の排出量などで優位性があり、そ

の利用は大きく拡大してきている。電力については将来的にはメルコスール全体での接続も検討され

ているが、加盟国内でシステムが整っていないパラグァイや民営化が進んでいないウルグァイなども

あり、域内での調整は難しい状況である。
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10101010．両国の比較を通じての評価．両国の比較を通じての評価．両国の比較を通じての評価．両国の比較を通じての評価

チリ・アルゼンティンとも途上国の電力セクターの民営化としては成功事例として評価が一般的で

ある。両国共に経済改革を進め、電力セクターも含めた民営化全般を後戻りさせることなく実行した。

セクター関連でも、関連法および関連機関の整備、競争政策、民間企業への移行等、制度面での確立

が民営化に伴って行われたことなど、電力セクターの改革・民営化としては一定の評価ができると考

えられる。

レギュレーションでは両国共に電力関係法、および電力関係機関は整備されているが、チリでは民

営化時の企業分割が旧国営時代の体制が一部維持された。さらに関係法で子会社所有を認めているこ

とで、資本上の垂直統合が形成されていることなど、市場における独占が危惧される。一方アルゼン

ティンでは国営企業の分割は規模・地域によって分割され、新たな企業体制が生み出された。またチ

リのような子会社所有を認めていないため、直接的な資本関係を結ぶことができなくなっている。ア

ルゼンティンの場合には独占的な状況は発生しておらず、IPP（独立発電業者）などの市場参入も多

く見られる。

両国共に民営化後大きな供給ショックを引き起こしている。チリで 1998 年、アルゼンティンでは

1997年に首都圏を含む広域での停電が発生した。チリの場合、前年からの降水量が少なかったことも

大きく影響している。しかしガス発電等の新規火力発電設備が作動できず、それに対応できなかった

ことも報告されている。ダムの渇水は気象状況からある程度は予測できたはずであり、監督機関であ

る CNE などの対応はもちろん、企業側にも設備能力の調整などの電力会社としての基本的な姿勢が

問われる。またアルゼンティンでは、ディスパッチを含むシステム上の問題が原因といわれている。

需要がピーク時予測をはるかに超えたこともあるが、電圧等の切り替えシステムが整備されておらず、

それが約 10 日間も停電を長引かせることになった。こちらも行政側の監視はもちろんだが、企業も

含めた設備投資の在り方が問われるところである。

料金やサービスの面では、チリ・アルゼンティン共に改善が見られる。サービスでは両国共に供給

ショックを引き起こしたものの、それ以外では停電の回数・時間の大幅な減少が見られる。料金でも

特に大口需要者向けの料金は、価格の低下だけでなくメニューの多様化も行われ、市場の導入の効果

として表れている。しかし両国共に都市部の居住者向けの料金では下げ幅は小さく、特にチリでは長

期レベルではほとんど低下していない現状にある。チリの場合、一部の企業グループ（ENERSIS）

に対するセクターでの影響力という根本的な問題があるだけに解決は難しい。またアルゼンティンで

は電力料金の調整が遅いことが問題とされており、世界銀行を中心として価格調整システムの改善が

現在取り組まれている。

　総括すると、民間主導への移行、市場の導入、制度の整備など、セクター改革としては両国共に評

価できる。しかし市場という視点で見た場合、チリの改革は問題を抱えたものと言わざるをえない。

ただしラテンアメリカ各国に展開しているチリ企業に優位性をもたらしたのも、一連の改革の成果で

あり、広くとらえるなら国家の戦略とも考えられる。チリ企業が今後さらにこの地域の電力セクター

で重要性を増していくならば、その優位性は評価に値するものと考えてよいだろう。
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11111111．両国からの途上国電力セクター改革へのインプリケーション．両国からの途上国電力セクター改革へのインプリケーション．両国からの途上国電力セクター改革へのインプリケーション．両国からの途上国電力セクター改革へのインプリケーション

まず言えることは、電力セクターの改革・民営化とはいえ途上国の場合には、セクターの民営化だ

けではなく金融セクターも含めた経済改革が同時的に行われることが重要である。

制度面での改革には国ごとによってスピードは異なるものであろう。だだし企業の分割等コンセン

サスがなかなか得にくい問題もあり、チリのように国営時代の体制が維持されてしまうケースも起こ

りうる。それだけに電力市場を作るのであれば、どのような形態の企業が何社参加するか、その他業

種からの参入の可能性はあるかなどをシミュレートした上で、市場化の方向性を示していくことが必

要であろう。また関係機関は他のセクターと兼務する機関ではなく、電力セクター専門の機関の設置

が必要である。電力セクターが公的サービスの側面を持ちつつも民間主導の活動になるのであれば、

それに対応できる機関やスタッフを揃えることが求められる。

企業レベルでは、チリでのCORFOのような機関があれば、それを利用しての民営化の移行期間を

設けて段階的な改革を進めることも必要かも知れない。とはいえ民間企業として活動を行う上ではノ

ウハウが必要である。チリやアルゼンティンのように企業提携の形で相互補完できるのであれば、先

発企業のノウハウを利用することが可能となる。それができないのであれば、設備の技術面ではメー

カー（重電等）や電力会社、運営や経営さらにはシステム面ではコンサルタントやシンクタンクなど

のサポートが必要であろう。ただしそのサポートは ODA のプロジェクトベースだけでなく、企業間

の取引ベースで行われることも必要である。取引の継続性やサービスの最適性が伴わなければ、双方

の企業にとってメリットは限られたものになってしまうであろう。

ただしチリやアルゼンティンでのセクター改革が全ての途上国にあてはまるものとは言えないだろ

う。両国共に金融システム等がかなり整備されており、経営者や技術者などの人材も十分な能力を持

っていた。またインフラ面でも 1990 年代までに発電や送配電網の投資がかなり進んでいた（両国共

に 90%以上の普及率）。両国ともにセクターの改革を行えるだけの基盤があったことを理解しておく

必要があろう。今後まだまだ電力セクターの設備投資が必要な国においては、民営化によってインフ

ラ整備が取り残されてしまう危険性がある。民営化は財政や企業の改革には効果的な政策ではあるが、

必ずしも社会的に必要とされる投資が行われるとは限らない、と考えて改革を進める必要があろう。
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　世界銀行の電力セクターの政策は、1990年代に入って新たな展開を見せている。その中心的理念は

以下の 2点に集約される。

●開発から運営に至るまでの民間の導入

●政府によるフレーム作りの強化

このことは実際の支援策にも表れている。1980年代までは政府保証付き融資によるインフラ建設が中

心となってきた。しかし 1990 年代に入って強調されてきた点は、民営化や民間を導入した建設や運

営を進めることであり、実施される支援もそのための制度や環境の整備といった政策にシフトしてき

た。わが国の電力分野知的支援もその方向性と同じくしたものといえよう。

　まず電力セクターの改革および民営化には、セクター全体に関わる包括的な視点を持つことが必要

である。知的支援は当該国の改革のサポートだけでなく、改革後の運営のサポートさらには人材の育

成にまで関わる、広範な分野からの支援になると考えられる。ただしこれら全てを 1つの国がすると

なると、かなり困難が伴う。改革全体への関わりや理解は必要であるが、実施にあたっては国際機関

や他のドナー国と協調しなければできない範囲であろう。もしそれぞれが全ての分野にわたって実行

に移すことになれば、各国の優位性を見失うことにもなりかねない。それにはまずわが国の支援スキ

ームを統一することはもちろん、世界銀行などの国際機関や他のドナー国とも方向性を一致させるよ

うに、定期的な協議の場を頻繁に設けるような仕組みを作ることも必要であろう。

その上でわが国にとってはこれまで実績のある分野からのサポートだけでなく、未開拓の分野にも

ジョイントしながらノウハウをつけていくことが求められる。今回取りあげたチリ・アルゼンティン

は規制緩和や民営化では先駆的であり、今回の調査研究だけでなく今後も電力セクター改革に何らか

の示唆を与えてくれるものに違いない。わが国のこれまでの優位性を踏まえ、今後の支援体制を整備

するとともに、自らも新たな分野についてはノウハウを身につけ蓄積していくことが、当面の途上国

電力セクター支援に対する姿勢になると考えられる。
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